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は
　
じ
　
め
　
　
に

1
　
検
討
の
対
象

第一次総裁政府における抵当法「構想」（香山）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ω
　
共
和
暦
七
年
ブ
リ
ュ
春
寒
ル
（
上
月
）
一
一
日
目
一
七
九
八
年
＝
月
一
日
）
法
（
以
下
、
本
稿
で
は
、
こ
の
法
律
を
単
に
「
共
和

暦
七
年
法
」
と
呼
ぶ
）
の
制
定
は
、
直
接
に
は
、
共
和
暦
六
年
プ
リ
ュ
ヴ
ィ
オ
ー
ズ
（
雨
月
）
二
七
日
（
一
七
九
八
年
二
月
一
五
日
）
の
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

百
人
会
（
O
o
昌
ω
①
臨
画
①
ω
o
ぎ
ρ
8
暮
ω
）
に
お
け
る
ク
ラ
ス
ゥ
（
O
鑓
ω
ω
o
償
ω
）
の
報
告
か
ら
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
報
告
の
約
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

年
前
の
共
和
暦
五
年
ニ
ヴ
ォ
ー
ズ
（
雪
月
）
一
一
日
（
一
七
九
六
年
一
二
月
三
一
日
）
、
一
つ
の
抵
当
法
「
構
想
」
が
レ
ア
ル
（
勾
ひ
巴
）
と

い
う
人
物
に
よ
り
五
百
人
会
に
提
出
さ
れ
、
か
つ
実
際
に
審
議
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
第
一
次
総
裁
政
府
期
（
一
七
九
五
年
一
〇
月
二
七

日
－
一
七
九
七
年
九
月
四
日
）
に
お
け
る
、
こ
の
レ
ア
ル
に
よ
る
抵
当
法
「
構
想
」
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
そ
の
抵
当
権
改
革
史
に

お
け
る
意
義
の
探
求
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
も
そ
も
、
こ
れ
を
研
究
の
対
象
と
す
る
意
味
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
し
か
も
、
後
述
の
よ
う
に
、
こ
の
「
構
想
」
は
実
現
さ
れ
る
こ
と
な
く
「
構
想
」
の
ま
ま
で
そ
の
生
涯
を
終
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
、
こ
の
単
な
る
「
構
想
」
を
研
究
す
る
こ
と
の
意
味
は
明
確
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
＠
　
共
和
暦
四
年
冬
リ
ュ
メ
ー
ル
四
日
目
一
七
九
五
年
一
〇
月
二
六
日
目
、
国
民
公
会
（
O
o
亡
く
。
導
一
〇
ロ
）
は
、
そ
の
波
乱
の
運
命
に
幕
を

下
ろ
す
。
そ
の
翌
日
か
ら
、
ブ
リ
ュ
玉
藍
ル
一
八
日
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
る
政
権
奪
取
（
一
七
九
九
年
忌
月
一
八
日
）
ま
で
が
総
裁
政
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（一

j
一
「
①
O
け
O
一
「
Φ
）
の
時
期
に
あ
た
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
四
年
間
は
「
革
命
の
物
語
と
し
て
は
面
白
く
な
い
時
期
」
と
さ
え
、
言
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
時
期
を
特
徴
付
け
、
制
度
化
さ
れ
た
と
さ
え
評
し
得
る
ク
ー
デ
タ
に
よ
り
、
政
府
は
何
度
も
左
右
に
大
き
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
し
た

が
っ
て
、
こ
の
時
期
の
法
律
も
、
そ
の
影
響
に
無
関
係
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
で
は
、
こ
の
時
期
の
法
律
は
、
政
府
の
運
命
同
様
に
、
混

乱
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
、
そ
の
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
総
裁
政
府
で
の
議
論
が
、
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論説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

執
政
政
府
（
A
り
O
昌
o
D
二
一
鋤
什
）
か
ら
本
格
化
す
る
コ
ー
ド
・
シ
ビ
ル
へ
の
最
終
段
階
に
実
に
豊
富
な
理
念
を
与
え
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
の
典
型
的
な
例
が
抵
当
制
度
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
こ
の
時
期
に
制
定
さ
れ
る
共
和
暦
七
年
法
と
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
議
論
は
、
後
の

コ
ー
ド
・
シ
ビ
ル
に
お
け
る
抵
当
権
規
定
（
以
下
、
本
稿
で
は
「
一
八
〇
四
年
抵
当
法
」
と
呼
ぶ
）
、
さ
ら
に
は
一
九
世
紀
以
降
の
学
説
に

大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
総
裁
政
府
期
の
立
法
及
び
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
一
八
〇
四
年
抵
当

法
の
基
本
的
性
格
を
論
じ
る
こ
と
へ
と
繋
が
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
観
点
に
よ
れ
ぽ
、
共
和
暦
七
年
法
研
究
の
重
要
性
は
言
う
を
待
た
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
第
二
次
総
裁
政
府
（
一
七
九
七
年
九
月
四

日
一
↓
七
九
九
年
六
月
一
八
日
）
の
抵
当
立
法
も
、
総
裁
政
府
が
当
初
か
ら
目
論
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
期
の
様
々
な
議
論
の
末
に

到
達
し
た
成
果
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
国
民
公
会
の
抵
当
法
典
で
あ
る
共
和
暦
三
年
メ
シ
ド
ー
ル
（
収
穫
月
）
九
日
（
一
七
九
五
年
六

　
　
　
　
　
　
　
　

月
二
七
日
）
法
（
以
下
、
本
稿
で
は
単
に
「
共
和
暦
三
年
法
」
と
呼
ぶ
）
の
挫
折
か
ら
、
共
和
暦
七
年
法
の
成
立
に
至
る
ま
で
、
様
々
な
草

案
又
は
構
想
が
現
れ
て
は
消
え
て
い
く
わ
け
で
あ
り
、
将
来
の
抵
当
法
典
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
成
果
の
上
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
も
の
に
他

な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
草
案
等
の
分
析
の
意
義
は
、
そ
の
影
響
が
い
く
ら
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
否
定
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
、
将
来
の
起
草
者
達
が
、
そ
の
全
て
に
目
を
通
し
た
と
も
考
え
ら
れ
ず
、
ま
た
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
将
来
へ
の
影
響
を
調
べ
る

こ
と
は
困
難
な
作
業
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
数
々
の
草
案
の
中
で
、
五
百
人
会
で
の
審
議
に
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
が
一
つ
あ
り
、
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
共
和
暦
七
年
法
の
起
草
者
達
は
、
自
ら
の
草
案
作
成
に
あ
た
っ
て
そ
れ
を
参
考
に
し
た
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

特
に
重
要
な
も
の
と
し
て
、
他
の
も
の
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
レ
ア
ル
に
よ
る
抵
当
法
「
構
想
」
で
あ
る
。

　
の
　
本
稿
が
、
こ
の
抵
当
法
「
構
想
」
を
研
究
の
対
象
と
す
る
の
は
、
以
上
の
点
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
「
構
想
」
自
体
が
法

典
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
は
言
え
、
そ
れ
が
総
裁
政
府
の
抵
当
法
曲
ハ
（
共
和
暦
七
年
法
）
に
、
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能

性
を
否
定
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
決
し
て
、
そ
れ
は
積
極
的
な
も
の
で
は
な
く
、
消
極
的
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
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第一次総裁政府における抵当法「構想」（香山）

の
「
構
想
」
が
将
来
の
抵
当
法
典
に
無
関
係
で
は
な
い
以
上
、
そ
の
分
析
の
意
義
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
研

究
は
、
共
和
暦
七
年
法
研
究
の
「
序
論
」
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
ω
　
本
節
の
最
後
と
し
て
、
こ
こ
で
本
稿
の
叙
述
の
順
番
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
後
の
本
論
か
ら
の
検
討
か
ら
も
明
ら
か
と
な
る
よ
う
に
、

こ
の
抵
当
法
「
構
想
」
は
、
第
一
次
総
裁
政
府
の
財
政
問
題
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
「
構
想
」

自
体
の
検
討
に
入
る
前
に
、
こ
れ
が
提
示
さ
れ
た
時
の
財
政
的
背
景
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
第
二
章
）
。
言
う
ま

で
も
な
く
、
こ
の
「
構
想
」
も
、
そ
の
当
時
の
社
会
的
・
経
済
的
諸
事
情
か
ら
自
由
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
以
上
、
こ
の
「
構
想
」
の
意
義

を
知
る
た
め
に
は
、
こ
れ
が
提
出
さ
れ
た
当
時
の
社
会
的
背
景
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
作
業
に
よ
り
、
こ
の
「
構

想
」
の
第
一
次
総
裁
政
府
に
お
け
る
歴
史
的
意
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
結
果
的
に
、
レ
ア
ル
の
「
構

想
」
が
結
実
し
な
か
っ
た
理
由
を
知
る
手
掛
か
り
を
我
々
に
示
す
こ
と
に
繋
が
る
。
こ
の
確
認
に
続
い
て
、
抵
当
法
「
構
想
」
の
内
容
の
検

討
に
移
る
。
レ
ア
ル
の
「
構
想
」
は
、
抵
当
権
に
関
す
る
部
分
（
抵
当
権
「
構
想
」
）
と
抵
当
証
券
に
関
す
る
部
分
（
抵
当
証
券
「
構
想
」
）

の
二
部
か
ら
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
ま
ず
最
初
に
抵
当
権
規
定
に
関
す
る
部
分
（
第
三
章
）
を
、
そ
の
後
に
抵
当
証
券
に
関
す
る
部
分

（
第
四
章
）
の
概
観
を
行
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
作
業
を
前
提
に
、
こ
の
抵
当
法
「
構
想
」
の
意
義
を
明
ら
か
と
す
る
（
第
五
章
）
。
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

て
、
最
後
に
「
む
す
び
」
と
し
て
本
研
究
を
締
め
く
く
り
つ
つ
、
将
来
の
展
望
を
記
し
て
お
く
（
第
六
章
）
。

（
1
）
　
本
文
中
で
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
第
一
次
総
裁
政
府
期
に
お
け
る
抵
当
法
「
構
想
」
の
研
究
は
、
共
和
暦
七
年
法
研
究
の
「
序
論
」
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
共
和
暦
七
法
法
研
究
自
体
が
一
八
〇
四
年
抵
当
法
研
究
の
「
序
論
」
と
し
て
の
意
義
を
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
著
者

　
の
最
終
的
な
目
的
は
、
一
八
〇
四
年
抵
当
法
研
究
、
特
に
そ
の
基
本
的
性
格
を
知
る
こ
と
に
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
一
八
〇
四
年
抵
当
法
研
究
が
必
要
な
の

　
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
別
稿
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
と
既
発
表
の
別
稿
と
が
い
か
な
る
関
係
に
立
つ

　
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
重
複
を
恐
れ
ず
に
論
じ
て
お
こ
う
（
詳
し
く
は
拙
稿
「
一
八
〇
四
年
フ
ラ
ン
ス
抵
当
法
の
基
本
的

性
格
ω
」
小
樽
商
科
大
学
『
商
学
討
究
』
第
五
〇
巻
第
二
・
三
合
併
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
＝
三
一
二
一
九
頁
）
。
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説訟西冊

　
一
九
世
紀
初
頭
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
学
は
「
近
代
的
」
と
評
さ
れ
る
抵
当
権
が
最
低
限
備
え
る
べ
き
二
つ
の
属
性
、
つ
ま
り
「
特

定
の
原
則
」
と
「
公
示
の
原
則
」
の
貫
徹
を
模
索
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
一
八
〇
四
年
抵
当
法
が
、
そ
れ
ら
を
極
め
て
不
完
全
な
形
で
し
か
採

用
し
な
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
（
所
有
権
秘
記
の
不
採
用
、
法
定
抵
当
権
の
登
記
免
除
）
。
恐
ら
く
そ
の
こ
と
が
原
因
と
思
わ
れ
る
が
、
抵
当
法
の

「
在
り
方
」
を
論
じ
る
に
際
し
て
、
一
八
〇
四
年
抵
当
法
自
体
が
、
日
本
に
お
け
る
抵
当
法
研
究
の
中
心
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
確
か
に
、

日
本
抵
当
法
が
そ
の
基
本
構
造
を
継
受
す
る
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
抵
当
法
が
模
範
と
し
た
の
が
一
九
世
紀
中
葉
の
フ
ラ
ン
ス
の
修
正
さ
れ
た
抵
当
法
で
あ
っ
た

こ
と
も
無
視
で
き
な
い
が
、
や
は
り
理
由
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
一
八
〇
四
年
抵
当
法
は
、
始
め
か
ら
不
完
全
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

を
与
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
そ
の
研
究
自
体
が
等
閑
に
さ
れ
て
し
ま
い
、
結
果
、
そ
の
正
し
い
認
識
が
十
分
に
得
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
否
定
し

得
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
所
有
権
譲
渡
法
の
観
点
か
ら
謄
記
規
定
の
不
採
用
に
つ
い
て
は
数
多
く
論
じ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
一
八
〇
四
年
法
の
全
体
構

造
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
法
定
抵
当
権
の
意
義
が
、
こ
れ
ま
で
、
ど
れ
ほ
ど
論
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
本
当
に
、
こ
れ
を
無
視
し
た
一

八
〇
四
年
抵
当
法
理
解
と
い
う
も
の
が
、
あ
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
一
八
〇
四
年
抵
当
法
の
正
確
な
理
解
と
い
う
も
の
が
な
い
ま
ま
で
、

そ
れ
を
比
較
検
討
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
態
度
は
、
厳
し
く
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
フ
ラ
ン
ス
抵
当
法
を
参
考
に

し
た
法
解
釈
論
に
与
え
た
影
響
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
九
世
紀
中
葉
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
抵
当
法
に
抵
当
法
の
「
在
り
方
」
を
求
め
る
立
場
か
ら
諸
制
度
の
比
較
研
究
を
行
い
、
そ
れ
を
法
解

釈
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
も
、
や
は
り
そ
れ
が
全
て
の
始
ま
り
で
あ
る
以
上
、
一
八
〇
四
年
抵
当
法
の
基
本
的
性
格
の
理
解
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
八
〇
四
年
抵
当
法
研
究
の
意
義
は
、
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
が
不
完
全
な
法
で
あ
る
と
い
う
認
識
自
体
に

再
考
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
八
〇
四
年
抵
当
法
の
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
当
時
の
金
融
取
引
（
不
動
産
信
用
）
の
形
態
と

い
う
観
点
か
ら
十
分
に
正
当
化
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
採
択
さ
れ
た
と
思
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
当
時
に
お
い
て
は
合
理
的
な
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
取
引
形
態
か
ら
、
そ
の
合
理
性
が
説
明
さ
れ
得
る
の
か
が
自
問
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
こ
の
制
度
の
合
理
性
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
中
に
、
近
代
抵
当
権
の
「
在
り
方
」
を
見
い
だ
す
こ
と
が
可
能
と
な
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
「
特
定
の
原
則
」
と
「
公
示
の
原
則
」
を
貫
徹
し
な
か
っ
た
法
の
中
に
、
そ
の
基
本
的
理
念
を

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
れ
は
日
本
の
抵
当
法
と
は
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
が
、
一
八
〇
四
年
抵
当
法
が
、
コ
ー
ド
・
シ
ビ
ル
（
∩
U
O
α
①
O
一
く
出
）
全
体
に
有
機
的

に
絡
ま
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
抵
当
法
が
コ
ー
ド
・
シ
ビ
ル
の
他
の
諸
制
度
に
影
響
を
与
え
、
逆
に
、

他
の
諸
制
度
も
ま
た
抵
当
法
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
一
八
〇
四
年
抵
当
法
の
基
本
的
性
格
を
論
じ
る
こ
と
は
、
コ
ー
ド
・

シ
ビ
ル
の
性
格
を
論
じ
る
こ
と
に
も
繋
が
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
八
〇
四
年
抵
当
法
研
究
は
、
様
々
な
点
で
利
益
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
抵
当
法
は
、
革
命
期
の
様
々
な
議
論
の
産
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第一次総裁政府における抵当法「構想」（香山）

物
で
あ
り
、
特
に
、
共
和
暦
七
年
法
の
影
響
は
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
共
和
暦
七
年
法
を
土
台
と
し
た
草
案
（
破
殿
裁
判
所
案
・

　
ト
レ
ヤ
ー
ル
草
案
。
破
殿
裁
判
所
案
に
つ
い
て
は
拙
稿
コ
八
〇
四
年
フ
ラ
ン
ス
抵
当
法
に
お
け
る
『
特
定
の
原
則
』
と
『
公
示
の
原
則
』
の
意
義

　
（
一
）
」
『
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
』
第
三
八
号
第
二
号
（
一
九
九
七
年
）
三
四
六
一
三
五
九
頁
、
ト
レ
ヤ
ー
ル
草
案
に
つ
い
て
は
拙
稿
コ
八
〇
四

年
フ
ラ
ン
ス
抵
当
法
の
基
本
的
性
格
ω
」
小
樽
商
科
大
学
『
商
学
討
究
』
第
五
二
巻
第
一
合
併
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
八
八
f
二
＝
二
頁
参
照
）
こ
そ
が
、

国
務
院
に
お
け
る
議
論
の
出
発
点
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
八
〇
四
年
抵
当
法
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
共
和
暦
七
年
法
の
理
解
が

不
可
欠
な
も
の
と
な
る
。
と
す
れ
ば
、
本
稿
は
、
ま
さ
に
共
和
暦
七
年
法
研
究
の
基
礎
研
究
と
し
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
2
）
　
正
式
に
は
「
共
和
暦
七
年
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
＝
日
の
抵
当
制
度
に
関
す
る
法
律
」
。
同
法
の
法
文
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
担
保
法
研
究
会
「
試
訳
・
共

和
暦
七
年
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
一
一
日
の
抵
当
制
度
に
関
す
る
法
律
ー
フ
ラ
ン
ス
担
保
法
の
翻
訳
e
一
」
『
法
政
研
究
』
第
六
九
巻
第
四
号
（
二
〇
〇
三
年
）

　
一
五
一
一
一
六
九
頁
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
O
欝
①
ロ
9
＜
①
ヰ
①
（
＝
●
ア
ト
三
号
．
§
偽
誉
§
賊
ミ
ミ
§
ミ
ミ
§
ミ
噺
ミ
魯
職
も
ミ
§
。
・
§
℃
§
禽
覧
§
＼
§

ミ
ミ
§
N
N
簿
ミ
§
ミ
ミ
§
§
翼
冨
ω
ρ
↓
o
巳
。
億
ω
Φ
藁
。
。
O
。
。
参
照
。

（
3
）
　
9
器
ω
8
。
D
（
α
①
一
、
国
轡
⇔
三
ρ
肉
§
o
ミ
誉
騨
§
§
§
へ
§
鳴
8
ミ
§
駐
帖
§
魯
§
多
淫
。
。
ミ
ミ
鳩
§
8
ミ
§
職
．
駄
ミ
守
ミ
氏
譜
軌
ミ
鳴
§

　
ミ
亀
ミ
駐
馬
§
§
ひ
§
魯
、
、
§
o
ミ
魯
ミ
魯
“
ら
ミ
ミ
雪
く
一
●

（
4
）
　
レ
ア
ル
（
O
巨
冨
⊆
ヨ
》
ロ
α
み
幻
①
巴
）
。
一
七
五
五
年
＝
月
一
〇
日
に
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
に
生
ま
れ
る
。
一
七
八
九
年
当
時
は
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
高

等
法
院
付
の
弁
護
士
で
あ
っ
た
。
彼
は
革
命
の
熱
烈
な
支
持
者
で
あ
り
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
に
お
け
る
「
憲
法
友
の
会
」
の
設
立
者
の
一
人
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
彼
は
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
に
属
し
て
い
た
。
一
七
九
二
年
、
イ
国
詰
ル
県
か
ら
国
民
公
会
議
員
に
選
出
さ
れ
る
。
国
王
の
処
刑
に
お
い
て
は
、
当
初
は
処

刑
に
反
対
し
て
い
た
。
し
か
し
、
処
刑
が
正
式
に
決
定
し
た
後
に
は
執
行
猶
予
と
人
民
へ
の
上
訴
に
反
対
す
る
。
国
民
公
会
に
お
い
て
は
、
財
政
委
員
会

　
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
躍
。
ま
た
、
国
民
公
会
末
期
に
は
、
ア
ル
プ
ス
方
面
軍
に
派
遣
さ
れ
、
王
党
派
の
弾
圧
を
指
揮
す
る
こ
と
に
な
る
（
一
七
九
五

年
）
。
総
裁
政
府
期
、
イ
ゼ
ー
ル
県
の
代
表
と
し
て
五
百
人
会
に
選
出
。
そ
こ
に
お
い
て
、
抵
当
制
度
の
み
な
ら
ず
、
財
政
、
公
債
、
租
税
に
関
す
る
議

論
に
積
極
的
に
参
加
し
、
そ
の
点
に
関
す
る
報
告
書
が
、
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
一
七
九
七
年
五
月
、
議
員
の
改
選
の
際
、
抽
選
に
よ
り
議
席
を
失
う
。

そ
の
後
は
ド
ロ
ー
ム
県
の
行
政
庁
付
総
裁
政
府
委
員
と
な
る
。
執
政
政
府
期
に
は
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
の
控
訴
裁
判
所
判
事
。
王
政
復
古
の
際
に
は
、
国
王

処
刑
者
の
一
人
と
し
て
追
放
さ
れ
か
け
る
が
、
ル
イ
の
死
刑
自
体
に
は
賛
成
票
を
投
じ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
免
責
さ
れ
る
。
一
八
三
二
年
一
〇
月

　
一
八
日
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
に
お
い
て
死
亡
。
な
お
、
一
八
〇
四
年
抵
当
法
の
成
立
に
参
加
し
た
レ
ア
ル
と
は
別
人
（
詳
し
く
は
拙
稿
「
一
八
〇
四
年
フ
ラ

　
ン
ス
抵
当
法
の
基
本
的
性
格
②
」
小
樽
商
科
大
学
『
商
学
討
究
』
第
五
一
巻
第
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
四
一
頁
註
（
珊
）
参
照
）
。
以
上
の
点
に
つ
い
て
、

詳
し
く
は
O
ミ
ミ
駄
ミ
ら
職
§
§
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
誘
ミ
§
舅
。
甑
軸
無
甥
御
』
ρ
O
●
翻
紳
O
霞
9
ρ
江
三
（
即
）
℃
窯
ら
職
§
§
ミ
ミ
勢
多
δ
§
§
馨
譜
ミ
肉
駐
日
O
ミ
職
§
矯

　
℃
鋤
ユ
ρ
い
①
℃
み
9
‘
×
Ω
興
6
ω
し
O
。
。
◎
。
℃
℃
●
ホ
O
●

（
5
）
　
柴
田
三
千
雄
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
一
八
八
頁
。
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論説

（
6
）
　
こ
の
点
を
指
摘
す
る
の
は
国
益
℃
窓
口
（
｝
㍉
い
し
一
ト
．
凡
愚
。
鴇
ミ
鳴
8
§
鳥
ミ
導
℃
鋤
「
す
℃
．
d
‘
閃
．
藁
㊤
露
も
．
器
b
。
・

（
7
）
　
正
式
に
は
「
共
和
暦
三
年
メ
シ
ド
ー
ル
九
日
の
抵
当
制
度
に
関
す
る
デ
ク
レ
」
。
同
法
の
成
立
過
程
と
意
義
に
つ
い
て
は
池
田
恒
男
「
共
和
暦
三
年

　
法
論
（
一
）
（
二
・
完
）
1
革
命
期
抵
当
権
改
革
の
研
究
（
そ
の
一
）
1
」
『
社
会
科
学
研
究
』
第
三
二
巻
第
｝
号
・
第
三
二
巻
第
三
号
（
一
九
八
○
年
）
、

　
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
O
鋤
N
o
鎚
く
①
暮
ρ
愚
●
ミ
、
法
文
に
つ
い
て
は
O
¢
＜
臼
ひ
q
一
〇
噌
（
H
・
－
b
σ
’
）
”
○
ミ
N
題
、
“
§
8
§
贈
貯
§
、
ミ
b
§
蕊
ひ
。
ミ
§
ミ
§
ら
舞

　
譜
隷
§
§
貧
§
駐
§
ら
§
ω
ミ
軋
．
職
ミ
斜
ρ
。
。
レ
。
。
ω
ρ
勺
舘
幽
ω
も
b
“
H
㎝
O
馨
ω
参
照
。

（
8
）
　
ク
ラ
ス
ゥ
は
、
そ
の
報
告
に
お
い
て
、
本
稿
が
検
討
の
対
象
と
す
る
抵
当
法
「
構
想
」
に
若
干
な
が
ら
言
及
し
て
い
る
（
O
錘
ω
ω
o
¢
ω
”
尽
●
ミ
．
》
P

ε
。

（
9
）
　
レ
ア
ル
は
こ
の
日
の
前
後
に
草
案
を
提
出
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
著
者
は
、
そ
の
草
案
自
体
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
原
則
的
に
レ
ア
ル
が
そ
の
日
に
行
っ
た
報
告
に
基
づ
い
て
抵
当
法
諸
規
定
の
推
測
を
行
っ
て
い
る
。
本
稿
が
抵
当
法
「
草

案
」
で
は
な
く
抵
当
法
「
構
想
」
と
の
表
現
を
用
い
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
本
稿
で
用
い
た
資
料
は
、
基
本
的
に
は
9
N
ミ
紺
ミ
職
§
ミ
馬
§
ミ
§
貯
ミ
§
壁
帖
誘
災
（
以
下
で
は
「
ミ
q
」
と
略
称
）
及
び
肉
ミ
§
蕊
鴇
§
§

　
、
、
§
織
§
ミ
す
ミ
器
ミ
”
繊
く
○
一
ω
（
以
下
で
は
「
沁
ミ
q
」
と
略
称
）
を
用
い
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
総
裁
政
府
期
に
関
し
て
は
、
肉
ミ
q
は
ミ
q
の
完
全

　
な
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
で
し
か
な
い
た
め
に
、
補
助
的
に
利
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
議
事
録
の
い
く
つ
か
は
、
後
に
個
別
に
公
刊
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

内
容
は
ミ
q
と
若
干
で
は
あ
る
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
公
刊
物
を
入
手
し
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
の
方
が
詳
細
で
あ
る
た
め
に
、
専
ら

　
そ
れ
を
用
い
て
い
る
。
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2

審
議
に
至
る
ま
で
の
経
緯

　
ω
　
本
論
に
入
る
前
に
、
レ
ア
ル
の
抵
当
法
「
構
想
し
が
五
百
人
会
で
審
議
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
と
審
議
の
過
程
を
簡
単
に
確
認
し
て
お

こ
う
。
共
和
暦
三
年
メ
シ
ド
ー
ル
九
日
（
一
七
九
五
年
六
月
二
七
日
）
、
共
和
暦
三
年
越
が
成
立
し
、
こ
の
法
律
は
共
和
暦
四
年
ヴ
ァ
ン
ト

ズ
（
風
月
）
一
日
（
一
七
九
六
年
二
月
一
九
日
）
か
ら
実
施
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
（
共
和
暦
三
年
法
第
一
条
参
照
）
。
と
こ
ろ
が
、
共
和



第一次総裁政府における抵当法「構想」（香山）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

暦
四
年
ブ
リ
メ
ル
（
霜
月
）
二
五
日
目
一
七
九
五
年
一
二
月
一
六
日
）
の
実
施
延
期
案
を
皮
切
り
に
、
共
和
暦
四
年
ヴ
ァ
ン
ト
ズ
一
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
日
目
一
七
九
六
年
六
月
七
日
）
、
共
和
暦
四
年
テ
ル
ミ
ド
ル
（
二
月
）

（一

ｵ
九
六
年
三
月
七
日
）
、
共
和
暦
四
年
プ
レ
リ
ア
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
牧
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

二
四
日
（
一
七
九
六
年
八
月
＝
日
）
、
そ
し
て
共
和
暦
五
年
ヴ
ァ
ン
デ
ミ
エ
ル
（
葡
萄
月
）
二
八
日
（
一
七
九
六
年
一
〇
月
一
九
日
）
と
、

五
度
の
実
施
延
期
が
決
定
さ
れ
る
。
そ
の
間
、
こ
の
法
律
は
共
和
暦
四
年
プ
レ
リ
ア
ル
ニ
四
日
（
一
七
九
六
年
六
月
一
二
日
）
の
カ
ン
バ
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

レ
ス
（
O
鋤
ヨ
び
9
0
脅
α
ω
）
第
三
草
案
の
抵
当
権
部
分
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
る
等
の
数
奇
な
運
命
を
辿
る
が
、
結
局
、
こ
の
法
律
は
フ
ラ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

全
土
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
三
度
目
の
実
施
延
期
（
一
七
九
六
年
六
月
七
日
）
が
決
定
さ
れ
る
少
し
前
の
共
和
暦
四
年
プ
レ
リ
ア
ル
二
日
（
一
七
九
六
年
五
月
二
一

日
）
、
議
会
で
は
、
抵
当
法
の
必
要
性
を
認
め
つ
つ
も
、
共
和
暦
三
年
法
は
修
正
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
の
考
え
か
ら
、
そ
の
改
良
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
委
員
会
の
設
置
が
決
定
さ
れ
る
。
そ
れ
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
委
員
会
が
、
「
共
和
暦
三
年
メ
シ
ド
ー
ル
九
日
に
デ
ク
レ
と
さ
れ
た
、
フ

ラ
ン
ス
共
和
国
の
抵
当
法
典
の
単
純
化
及
び
改
良
の
た
め
の
委
員
会
（
O
o
目
巳
。
。
ω
一
8
0
げ
震
ひ
q
①
o
血
①
ω
ぎ
b
一
転
9
退
口
ヨ
窪
自
9
一
①
8
◎
①

ゴ
壱
。
葺
曾
巴
お
α
曾
み
＄
一
①
リ
ヨ
①
ω
ω
乙
。
噌
忌
日
α
Φ
冨
菊
①
訪
日
び
島
ρ
ロ
o
h
昌
昌
O
巴
ω
ゆ
）
」
（
以
下
、
単
に
「
単
純
化
及
び
改
良
委
員
会
」
と
略

称
す
る
）
で
あ
る
。

　
＠
　
共
和
暦
五
年
ニ
ヴ
ォ
ー
ズ
一
一
日
（
一
七
九
六
年
一
二
月
三
一
日
）
、
「
単
純
化
及
び
改
良
委
員
会
」
を
代
表
し
て
レ
ア
ル
が
、
五
百

　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　

人
会
で
報
告
を
行
う
。
こ
の
報
告
こ
そ
が
、
本
稿
が
検
討
の
対
象
と
す
る
抵
当
法
「
構
想
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
報
告
に
対
し
て
は
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

日
の
、
王
党
派
と
目
さ
れ
る
ジ
ュ
ル
ダ
ン
Q
o
霞
隠
顕
）
に
よ
る
反
論
以
外
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
議
論
は
行
わ
れ
て
い
な
い
（
し
た
が
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

本
稿
で
は
「
構
想
」
の
審
議
自
体
は
、
脚
註
で
簡
単
に
触
れ
る
に
留
め
て
い
る
）
。
実
際
、
同
日
、
ニ
ヴ
ォ
ー
ズ
一
五
日
（
一
七
九
七
年
一

　
　
（
2
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

月
四
日
）
、
ニ
ヴ
ォ
ー
ズ
一
＝
日
（
一
月
一
カ
日
）
、
ニ
ヴ
ォ
ー
ズ
ニ
五
日
（
一
月
一
四
日
）
と
集
中
的
に
議
論
さ
れ
る
が
、
結
局
、
元
老
会

（
∩
）
O
昌
q
o
①
一
一
俺
Φ
ω
〉
昌
6
一
⑦
旨
の
）
ど
こ
ろ
か
五
百
人
会
に
お
い
て
も
投
票
に
至
る
こ
と
は
な
く
、
立
ち
消
え
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　
以
上
が
、
抵
当
法
「
構
想
」
提
出
の
経
緯
と
、
審
議
の
プ
ロ
セ
ス
の
簡
単
な
概
要
で
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
「
構
想
」
の
内
容
に
入
っ

70（1。9）　9



説
　
て
い
こ
う
。

論

　　　　1615
）　　）

　　　　　　　　　　　　　

14　13　12　11
）　　）　　）　　）

　
う
に

く
．
）
。

（
1
7
）
　
実
際
に
は
、
｝
部
実
施
さ
れ
た
地
域
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
9
0
三
＝
○
§
a
（
い
齢
）
讐
卜
騎
這
ミ
篭
§
§
譜
画
ミ
鴨
§
o
ミ
駄
§
画
ミ
鰍
ミ
ミ
暁
博
ミ
貯

　
8
魯
9
ミ
ト
ト
鳴
O
o
譜
9
ミ
ト
ト
筑
ミ
ミ
§
ら
§
鷺
ミ
ミ
君
主
．
一
藁
り
宝
も
．
畠
。
。
・
）
。
共
和
暦
三
年
法
が
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
サ
ニ
ャ
ッ
ク
の

推
測
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
曰
く
、
「
こ
の
よ
う
に
混
乱
し
た
時
期
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
土
地
所
有
者
は
、
安
易
な
借
入
と
間
接
的
な

財
産
譲
渡
を
行
う
恐
れ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
土
地
所
有
者
は
、
抵
当
証
券
の
寄
託
に
基
づ
い
て
信
用
を
与
え
る
抵
当
銀
行
に
よ
り
、
土
地
所
有

権
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
国
有
財
産
に
基
づ
く
抵
当
証
券
が
確
立
さ
れ
た
と
き
に
は
、
あ
る
紙
幣
を
他
の
紙
幣
に
取
り
替
え
る
に
過
ぎ
な

　
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
急
激
な
価
値
低
下
を
ま
ね
く
新
た
な
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
考
案
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
国
家
の
信
用
を
高
め
る
ど
こ
ろ
が
、

　
逆
に
そ
れ
を
損
な
う
の
で
は
な
い
か
」
（
Q
っ
鋤
伽
q
コ
鋤
。
（
℃
罫
）
博
卜
織
易
易
ミ
、
“
§
9
ミ
鳶
譜
ミ
沁
魯
ミ
ミ
鰍
§
誉
§
騎
ミ
怨
鳶
選
－
N
O
Q
§
｝
勺
七
一
ρ
一
。
。
り
○
。
”
℃
・

い。

n
刈
●
V
。
ま
た
、
ア
ル
ペ
ラ
ン
は
「
そ
の
近
代
性
が
、
革
命
家
自
身
さ
え
を
脅
え
さ
せ
た
」
と
す
る
（
胎
盤
℃
警
p
愚
’
ミ
・
も
』
b
。
ご
。

（
1
8
）
　
ミ
q
鎚
二
b
。
℃
鎚
三
巴
①
つ
く
脚
謁
q
ミ
導
叶
b
O
。
》
b
b
曾
・
焦
．
O
鑓
ω
ω
o
ζ
ρ
§
．
9
譜
P
心
画

（
1
9
）
　
菊
伽
巴
（
O
・
》
●
）
樽
ミ
蔑
§
§
恥
ミ
貯
“
o
§
§
ミ
ミ
§
帖
ミ
ミ
貯
ら
ミ
糠
ら
§
§
黍
霧
一
く
（
以
下
で
は
「
勾
当
巴
も
ミ
蔑
魯
、
竃
」
と
略
称
と

　
ミ
q
山
鑑
一
も
。
艮
く
O
ω
①
鋤
つ
く
（
o
鮮
肉
ミ
9
梓
・
b
。
。
。
も
●
摯
ご
Φ
け
ミ
q
曾
に
巳
8
ω
⑦
き
く
（
o
暁
．
肉
q
ミ
ト
・
。
。
。
も
．
臼
。
。
幽
）
。

（
2
0
）
　
ジ
ュ
ル
ダ
ン
（
〉
⇒
α
み
ら
○
ω
Φ
9
旨
。
霞
匹
§
）
。
一
七
五
七
年
、
オ
バ
ー
ニ
ュ
生
ま
れ
。
革
命
に
は
当
初
か
ら
反
対
の
立
場
で
、
そ
の
た
め
に
、
恐
怖

政
治
中
は
投
獄
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
る
。
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
反
動
に
乗
じ
て
、
ブ
ー
シ
ュ
ー
ー
デ
ュ
ー
ー
ロ
ー
ヌ
県
よ
り
五
百
人
会
議
員
に
選
出
さ
れ
る
。

五
百
人
会
に
お
い
て
は
王
党
派
的
立
場
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
て
い
た
た
め
に
、
ブ
リ
ュ
ク
チ
ド
ル
一
八
日
の
ク
ー
デ
タ
（
一
七
九
七
年
九
月
四
日
）
に
よ

　
り
粛
正
の
対
象
と
な
る
。
そ
の
た
め
ス
ペ
イ
ン
で
逃
亡
生
活
を
送
る
が
、
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
一
八
日
後
に
フ
ラ
ン
ス
に
戻
る
。
そ
の
後
、
い
く
つ
か
の
公
職

ミ
q
自
⊆
一
旺
く
ひ
ω
①
鋤
嵩
一
く
　
肉
ミ
q
鴇
け
b
。
メ
℃
・
刈
・

ミ
q
働
鐸
詑
く
Φ
謬
8
ω
①
①
⇒
一
く
旧
沁
ミ
q
蓉
b
メ
P
①
㎝
ド
●

ミ
q
匹
¢
卜
。
α
只
鋤
三
巴
鋤
昌
一
く
旧
沁
ミ
q
」
b
O
。
博
戸
Q
。
ま
●

ミ
q
餌
⊆
ω
坤
に
9
置
。
噌
餌
づ
同
く
旧
沁
L
ミ
q
蒋
b
O
。
鴇
や
ω
O
⊆
臼
．

k
ミ
q
α
¢
N
び
歪
ヨ
巴
お
餌
づ
く
旧
き
ミ
q
蒸
・
b
。
○
。
℃
℃
●
＆
卜
。
．

カ
ン
バ
セ
レ
ス
自
身
も
、
こ
の
抵
当
法
「
構
想
」
の
審
議
に
参
加
し
て
い
る
。
彼
は
、
こ
の
「
構
想
」
に
概
ね
好
意
的
で
あ
っ
た
が
、
後
述
す
る
よ

（
本
稿
註
（
蟻
）
参
照
）
、
（
自
身
の
第
三
草
案
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
）
抵
当
証
券
「
構
想
」
に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
（
。
｛
・
ミ
q
α
⊆
“
。
ω
巳
く
O
ω
Φ
き
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を
経
て
、
一
八
一
〇
年
に
男
爵
。
王
政
復
古
後
に
は
、
過
去
の
業
績
を
買
わ
れ
、
国
務
院
の
メ
ン
バ
ー
と
な
る
。
百
日
天
下
の
際
に
は
、
一
時
そ
の
職
を

失
う
が
、
一
八
一
五
年
八
月
に
、
そ
の
職
を
再
び
取
り
戻
す
。
一
八
三
一
年
に
マ
ル
セ
イ
ユ
で
死
亡
。
以
上
、
詳
し
く
は
O
ミ
§
織
ミ
ら
職
§
§
ミ
ミ

　
ミ
ミ
ミ
δ
ミ
§
窪
鳴
。
・
約
ら
N
魯
江
ρ
b
い
O
ω
切
…
↓
g
一
喫
a
（
ご
℃
窯
ミ
§
ミ
ミ
ミ
≧
§
ミ
駄
§
㌧
§
ミ
ミ
ミ
§
§
§
閃
9
。
団
胃
9
一
㊤
。
。
P
b
．
㊤
。
。
O
’

（
2
1
）
｝
o
口
a
き
（
〉
㍉
一
シ
e
軌
ミ
§
。
・
ミ
智
8
§
§
ミ
ミ
§
ミ
ミ
ら
§
§
黍
薗
昌
く
…
ミ
q
含
＝
三
8
ω
①
き
く
（
9
沁
q
ミ
ト
N
。
。
も
・
竃
。
。
．
）
①
け
ミ
q

α
⊆
届
巳
く
◎
ω
Φ
曽
昌
く
（
9
肉
黛
ミ
蓉
．
卜
。
◎
。
鴇
O
ぴ
H
Q
。
．
）
．

（
2
2
）
　
ミ
q
伽
⊆
届
巳
く
O
ω
o
鋤
昌
く
脚
沁
q
ミ
翼
●
N
。
。
鴇
b
．
包
◎
。
。

（
2
3
）
　
ミ
q
α
信
一
。
。
三
く
O
ω
①
g
。
昌
く
旧
肉
q
ミ
習
b
Q
。
”
”
。
語
一
・

（
2
4
）
　
ミ
q
α
＝
器
巳
く
◎
ω
0
9
。
昌
く
旧
葡
q
ミ
蓉
b
Q
。
v
P
認
ω
●

（
2
5
）
　
L
ミ
q
α
⊆
b
。
。
。
a
＜
O
ω
①
餌
口
く
…
沁
q
ミ
蓉
●
b
。
。
。
耀
層
・
紹
①
●

第一次総裁政府における抵当法「構想」（香山）

二
　
抵
当
法
「
構
想
」
提
出
時
に
お
け
る
第
一
次
総
裁
政
府

　
後
に
詳
し
く
検
討
す
る
よ
う
に
、
レ
ア
ル
に
よ
る
抵
当
法
「
構
想
」
の
特
色
は
、
そ
れ
が
抵
当
証
券
「
構
想
」
を
伴
っ
て
い
た
点
に
あ
る
。

確
か
に
、
「
単
純
化
及
び
改
良
委
員
会
」
の
目
的
は
共
和
暦
三
年
法
の
修
正
を
目
的
と
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
構

想
」
が
抵
当
証
券
を
含
む
こ
と
は
、
何
の
不
思
議
も
な
い
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
共
和
暦
三
年
法
自
体
が
極
め
て
特
殊
な
歴
史
的
背
景
で

証
券
シ
ス
テ
ム
を
備
え
て
い
た
の
と
同
様
に
、
こ
の
「
構
想
」
が
そ
れ
と
類
似
の
基
本
構
造
を
有
す
る
の
も
、
何
ら
か
の
背
景
が
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
構
想
」
が
共
和
暦
三
年
法
を
承
継
し
て
抵
当
証
券
制
度
を
維
持
し
た
理
由
は
、
そ
の
歴

史
的
背
景
の
分
析
に
に
よ
り
、
明
ら
か
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
「
構
想
」
は
、
最
終
的
に
結
実
し
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
の
直
接
的
な
理
由
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
構
想
」
が
提
出
さ
れ
た
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
間
接
的
な

が
ら
、
こ
の
「
構
想
」
が
法
典
に
至
ら
な
か
っ
た
理
由
を
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
は
、
共
和
暦
七
年
法

70　（1　●11）　11



説
　
（
さ
ら
に
は
一
八
〇
四
年
抵
当
法
）
が
、
抵
当
証
券
制
度
を
採
用
し
な
か
っ
た
理
由
を
、
知
る
こ
と
へ
も
繋
が
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
一
次

論
　
総
裁
政
府
の
歴
史
の
中
に
、
こ
の
「
構
想
」
を
位
置
づ
け
る
作
業
は
、
様
々
な
利
点
を
有
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

　
　
　
で
は
、
レ
ア
ル
の
抵
当
法
「
構
想
」
が
提
出
さ
れ
る
一
七
九
六
年
末
、
総
裁
政
府
は
ど
の
よ
う
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

70　（1　●12）　12

（
2
6
）
　
第
一
次
総
裁
政
府
に
お
け
る
財
政
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
用
い
て
い
る
。
ピ
臥
⑦
σ
＜
お
（
O
．
）
℃
雪
融
ぎ
ミ
鴨
の
。
器
貯
b
“
越
ら
§
黍
N
誤

山
N
塗
鴇
一
㊤
○
。
心
二
≦
鎚
δ
昌
（
］
≦
．
）
一
ミ
無
ミ
ミ
為
ミ
亀
謡
9
噺
ミ
譜
ミ
ぎ
§
気
概
愚
ミ
。
・
N
N
N
獅
け
ρ
一
㊤
い
。
一
二
≦
p
。
昏
δ
N
（
〉
●
）
”
卜
鳴
b
凡
越
ら
ミ
帖
ミ
レ
捻
合
勾
①
ヨ
。
づ
（
P
）
層

建
無
9
ミ
魯
ミ
餅
§
Q
ミ
§
肉
§
ミ
紬
織
§
轟
砺
§
8
ミ
§
鳴
。
。
o
譜
“
謹
§
”
H
露
9
　
邦
語
文
献
と
し
て
は
柴
田
三
千
雄
『
バ
ブ
ー
フ
の
陰
謀
』
（
岩
波
書

店
、
一
九
六
八
年
）
一
二
一
－
一
三
一
頁
、
豊
田
尭
『
バ
ブ
ー
フ
と
そ
の
時
代
ー
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
研
究
i
』
（
創
文
社
、
一
九
五
八
年
）
一
二
四
一
二

三
四
頁
参
照
。

1

第
一
次
総
裁
政
府
の
置
か
れ
た
状
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ω
　
い
わ
ゆ
る
「
テ
ル
ミ
ド
ル
の
反
動
」
は
、
経
済
的
側
面
に
お
い
て
も
顕
著
で
あ
っ
た
。
テ
ル
ミ
ド
ル
派
は
、
共
和
暦
三
年
ニ
ヴ
ォ
ー

ズ
四
日
（
一
七
九
四
年
一
二
月
二
四
日
）
、
最
高
価
格
と
統
制
経
済
を
廃
止
し
た
の
で
あ
る
。
も
は
や
上
限
価
格
が
存
在
し
な
い
た
め
に
、

国
家
は
、
必
要
な
物
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
い
か
に
高
値
で
あ
ろ
う
と
も
、
要
求
さ
れ
た
額
で
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
国

家
は
、
支
払
の
た
め
の
紙
幣
、
つ
ま
り
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
（
¢
ω
ω
μ
α
Q
づ
餌
δ
）
の
印
刷
量
を
増
や
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
こ
の
こ
と
は
必
然
的
に
、

ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
暴
落
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
半
年
後
の
共
和
暦
三
年
テ
ル
ミ
ド
ル
に
は
、
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
は
名
目
価
値
の
三
％

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
価
値
し
か
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
総
裁
政
府
開
始
時
に
は
、
こ
の
イ
ン
フ
レ
は
末
期
状
態
に
あ
り
、
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
対
策
は
、
総
裁
政
府
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

中
心
的
な
政
治
課
題
と
し
て
据
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
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ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
暴
落
は
、
テ
ル
ミ
ド
ル
派
政
府
を
銀
行
及
び
大
商
人
の
支
配
下
に
置
く
こ
と
と
な
っ
た
。
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
が
紙
屑
同
然
と

な
っ
た
以
上
、
特
に
外
国
取
引
に
お
い
て
は
正
貨
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
政
府
は
、
そ
の
十
分
な
量
を
確
保
し
て
お
ら
ず
、
必
然
的
に
、
銀

行
へ
の
依
存
度
を
高
く
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
＠
　
総
裁
政
府
が
活
動
を
開
始
し
た
頃
に
は
、
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
下
落
は
、
惨
憺
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
共
和
暦
四
年
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
五
日

目一

ｵ
九
五
年
一
〇
月
二
七
日
）
に
二
五
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
で
あ
っ
た
ル
イ
金
貨
（
二
四
リ
ー
ブ
ル
）
が
、
そ
の
四
日
後
の
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

日
（
一
〇
月
三
一
日
）
に
は
三
五
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
に
高
騰
し
て
い
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
総
裁
政
府
は
、
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
印

刷
を
続
け
る
他
、
何
ら
有
効
な
手
段
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
（
翌
日
に
発
行
す
る
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
を
前
日
に
印
刷
す
る
と
い
う
具
合
で
、
当
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

の
総
裁
政
府
は
、
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
印
刷
工
場
で
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
最
も
恐
れ
た
と
い
う
）
。

　
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
価
格
が
日
々
下
落
し
た
以
上
、
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
発
行
額
増
大
は
、
何
ら
解
決
策
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
結
果
、

総
裁
政
府
は
、
テ
ル
ミ
ド
ル
派
政
府
同
様
に
、
銀
行
家
へ
の
依
存
度
を
高
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
総
裁
政
府
は
、
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
に
対
す
る

根
本
的
な
対
応
を
迫
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
当
時
の
通
貨
全
体
の
不
足
も
著
し
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
経
済
全
体
の
停
滞
を
も
た
ら
し
て
い
た
。
一
七
八
九
年
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

時
、
二
〇
億
リ
ー
ブ
ル
以
上
の
正
貨
が
流
通
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
が
、
革
命
に
よ
る
正
貨
の
海
外
流
出
に
よ
り
、
一
七
九
六
年
末
頃
に
は

二
億
か
ら
三
億
程
度
の
正
貨
し
か
国
内
で
は
流
通
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
流
通
状
態
に
あ
る
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
も
、
そ
の
価
値
下

落
に
よ
り
、
正
貨
に
換
算
し
て
一
億
程
度
で
し
が
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
多
く
見
積
も
っ
て
も
準
準
リ
ー
ブ
ル
の
通
貨
し
か
存
在
し
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
量
は
、
革
命
勃
発
当
時
の
五
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
。
総
裁
政
府
は
、
こ
の
問
題
も
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

（
2
7
）
　
経
済
的
側
面
に
お
け
る
テ
ル
ミ
ド
ル
反
動
に
つ
い
て
詳
し
く
は
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ソ
ブ
ー
ル

　
（
岩
波
新
書
、
一
九
五
三
年
）
＝
二
四
一
＝
二
七
頁
参
照
。

（
木
場
瀬
卓
三
・
渡
辺
直
訳
）
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
（
下
）
』
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払両冊 説

3433
）　　）

　　　　　　　　　　　　　
32　31　30　29　28
）　　）　　）　　）　　）

ソ
ブ
ー
ル
・
前
掲
書
一
三
六
頁
。

当
時
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
社
会
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
寓
葺
霞
①
炉
愚
．
ミ
・
も
ロ
・
。
。
。
。
－
曾
参
照
。

い
臥
①
げ
く
吋
ρ
魯
・
ミ
ご
P
一
H
ω
．

い
Φ
暁
①
σ
＜
「
ρ
愚
．
無
、
↓
P
一
一
伸
一
≦
簿
三
⑦
N
℃
魯
．
ミ
こ
P
。
。
刈
・

い
⑦
団
Φ
σ
≦
ρ
愚
’
ミ
こ
O
●
に
①
・

レ
ア
ル
は
二
五
億
リ
ー
ブ
ル
と
言
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
き
第
三
章
第
2
節
ω
参
照
。

い
似
①
σ
＜
「
ρ
愚
・
竃
、
G
P
コ
。
。
’
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2

第
一
次
総
裁
政
府
の
再
建
計
画

　
ω
　
総
裁
政
府
は
、
事
柄
の
重
大
性
を
十
分
に
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
二
つ
の
解
決
策
の
議
会
内
で
の
対
立
が
、
こ
の
問
題
の
解

決
を
遅
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
議
会
内
で
は
、
ど
の
よ
う
な
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
一
方
で
、
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
信
用
回
復
に
よ
り
、
こ
の
難
局
を
乗
り
切
ろ
う
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
見
解
は
、
共
和
派
左
派
議

員
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
も
の
で
、
議
会
内
の
旧
国
民
公
会
議
員
は
、
こ
の
見
解
に
好
意
的
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
裕
福
者
に
対
す
る
累

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

進
課
税
に
よ
り
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
を
回
収
す
る
試
み
が
表
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
五
百
人
会
段
階
で
否
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ

と
も
、
こ
の
観
念
（
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
信
用
回
復
）
は
、
一
度
は
否
決
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
も
、
多
く
の
議
員
に
影
響
を
与
え
続
け
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
が
　

な
る
。
問
題
の
早
急
な
解
決
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
原
因
の
一
つ
が
、
こ
こ
に
あ
る
。

　
他
方
で
、
よ
り
根
本
的
に
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
廃
止
に
よ
り
イ
ン
フ
レ
状
態
に
終
止
符
を
打
と
う
と
の
考
え
が
主
張
さ
れ
る
。
議
会
内
に
お
い

て
は
、
共
和
派
穏
和
派
・
中
央
派
に
よ
り
有
力
に
支
持
さ
れ
、
総
裁
政
府
自
体
も
、
同
様
の
考
え
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
を
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前
提
と
し
た
場
合
、
他
の
問
題
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
を
廃
止
し
た
と
し
て
、
現
在
流
通
中
の
ア
ッ
シ
ニ
ヤ

を
い
か
に
し
て
回
収
す
る
の
か
、
そ
し
て
、
何
を
も
っ
て
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
代
わ
り
と
す
る
の
か
と
言
う
問
題
で
あ
る
。

　
五
百
人
会
に
お
い
て
は
、
共
和
暦
四
年
夏
リ
ュ
十
二
ル
ニ
ニ
日
（
一
七
九
五
年
一
一
月
一
三
日
）
、
こ
の
後
者
の
路
線
に
沿
い
つ
つ
、
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

シ
ャ
セ
リ
オ
（
雰
O
ず
餌
ω
ω
ひ
『
一
身
d
顎
（
）
に
よ
り
、
財
政
委
員
会
名
義
で
「
抵
当
証
券
」
草
案
が
提
出
さ
れ
る
。
こ
の
計
画
は
要
す
る
に
、
政
府

が
抵
当
証
券
（
ζ
れ
は
三
％
の
利
息
付
で
、
専
ら
国
有
財
産
購
入
の
支
払
に
用
い
ら
れ
る
）
を
発
行
し
て
、
流
通
中
の
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
を
回
収

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
こ
の
計
画
に
よ
り
流
秘
中
の
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
は
回
収
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
う
一
つ

の
問
題
、
つ
ま
り
代
替
通
貨
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
草
案
に
お
い
て
は
何
ら
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
エ
シ
ャ
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

リ
オ
は
、
単
純
な
正
貨
へ
の
復
帰
を
欲
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
五
百
人
会
は
、
こ
の
草
案
を
採
択
す
る
が
、
元
老
会
は
、
共
和
暦
四
年
ブ
リ
メ
ル
一
四
日
（
一
七
九
五
年
一
二
月
五
日
）
、
そ
れ
を
否
決

す
る
。
単
純
に
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
が
回
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
代
わ
る
べ
き
通
貨
が
存
在
し
な
い
以
上
、
経
済
は
余
計
に
混
乱

す
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
主
た
る
理
由
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

　
＠
　
「
抵
当
証
券
」
草
案
の
否
決
を
元
老
会
で
強
力
に
主
張
し
た
の
が
ル
ブ
ラ
ン
（
い
①
げ
歪
ロ
）
で
あ
っ
た
が
、
彼
に
は
他
の
思
惑
が
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ル
ブ
ラ
ン
自
身
も
、
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
廃
止
を
欲
し
て
い
た
が
、
す
で
に
彼
は
、
発
券
銀
行
の
創
設
を
考
え
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

た
た
め
に
、
こ
の
草
案
に
反
対
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
、
こ
の
頃
の
総
裁
政
府
は
、
将
来
に
お
け
る
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
廃
止
を
前
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

に
、
銀
行
設
立
に
向
か
っ
て
動
き
出
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
共
和
暦
四
年
プ
リ
ュ
ヴ
ィ
オ
ー
ズ
（
雨
月
）
一
七
日
（
一
七
九
六
年
二
月
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　

日
）
に
は
、
銀
行
設
立
案
が
正
式
に
発
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
共
和
派
左
派
は
、
こ
の
計
画
に
対
し
て
激
し
く
反
対
し
、
大
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
繰
り
広
げ
る
。
銀
行
計
画
案
は
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

廃
止
を
当
然
の
前
提
と
す
る
が
、
左
派
は
、
革
命
の
象
徴
で
あ
る
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
自
体
の
存
続
に
固
執
し
た
わ
け
で
あ
る
。
結
局
、
銀
行
設
立

案
は
、
葬
り
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
五
百
人
会
に
お
い
て
共
和
暦
四
年
ヴ
ァ
ン
ト
ズ
三
日
〔
一
七
九
六
年
二
月
二
二
日
〕
、
元
老
会
に
お
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論説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

い
て
ヴ
ァ
ン
ト
ズ
八
日
〔
一
七
九
六
年
二
月
二
七
日
〕
）
。

　
の
　
こ
の
よ
う
に
し
て
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
廃
止
の
試
み
は
、
こ
と
ご
と
く
挫
折
す
る
。
と
す
れ
ば
、
総
裁
政
府
は
、
も
う
一
つ
の
方
法
、
つ
ま

り
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
信
用
回
復
と
い
う
手
法
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
手
法
で
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
価
値
を
回
復
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
総
裁
政
府
は
、
強
制
公
債
（
Φ
白
康
二
艮
8
「
。
0
）
の
方
法
で
、
そ
れ
を
行
い
得
る
も
の
と
考
え
た
。

　
エ
シ
ャ
セ
リ
オ
の
抵
当
証
券
計
画
が
挫
折
し
た
翌
日
の
共
和
暦
四
年
ブ
リ
メ
ル
一
五
日
（
一
七
九
五
年
一
二
月
六
日
）
、
総
裁
政
府
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
　

六
夢
リ
ー
ブ
ル
の
強
制
公
債
を
五
百
人
会
に
求
め
る
。
カ
ン
バ
セ
レ
ス
、
シ
ェ
イ
エ
ス
（
ω
繭
Φ
器
ω
）
、
ラ
メ
ル
（
菊
簿
ヨ
Φ
一
）
で
構
成
さ
れ
る

委
員
会
の
草
案
に
よ
れ
ば
、
こ
の
公
債
は
、
全
納
税
者
の
上
層
部
分
五
分
の
一
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
正
貨
又
は
相
場

で
の
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
で
納
税
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
総
裁
政
府
は
、
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
を
回
収
し
つ
つ
、
正
貨
も
入
手
し
得

る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
総
裁
政
府
は
左
派
が
当
初
か
ら
主
張
し
て
い
た
累
進
課
税
の
方
法
を
採
択
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ

の
草
案
は
、
議
会
に
お
け
る
修
正
の
後
（
課
税
対
象
が
全
納
税
者
の
五
分
の
一
か
ら
四
分
の
一
に
広
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
累
進
性
が
弱
め

ら
れ
る
。
ま
た
、
相
場
で
の
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
で
は
な
く
額
面
の
一
％
一
実
際
に
は
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
は
額
面
の
三
〇
〇
分
の
一
か
ら
四
〇
〇
分
の
一

に
下
落
し
て
い
た
一
で
の
支
払
に
緩
和
さ
れ
る
）
、
共
和
暦
四
年
ブ
リ
メ
ル
一
八
日
中
一
七
九
五
年
｝
二
月
九
日
）
に
五
百
人
会
で
、
ブ
リ

メ
ル
一
九
日
（
一
二
月
一
〇
日
）
に
元
老
会
で
可
決
さ
れ
る
。

　
こ
の
措
置
が
迅
速
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
価
値
は
回
復
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
納
税
名
簿

作
成
段
階
か
ら
手
間
取
っ
て
し
ま
い
、
迅
速
さ
こ
そ
要
求
さ
れ
る
こ
の
措
置
は
、
そ
の
迅
速
性
を
欠
い
た
た
め
に
、
何
ら
の
成
果
も
生
み
出

　
　
　
　
　
　
　
が
　
　
　
　

す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
ω
　
結
局
、
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
価
値
回
復
政
策
は
失
敗
に
終
わ
り
、
そ
れ
は
紙
屑
同
様
と
な
っ
た
。
総
裁
政
府
は
決
断
す
る
。
ア
ッ
シ
ニ
ヤ

の
廃
止
で
あ
る
。
そ
の
決
定
に
基
づ
き
、
共
和
暦
四
年
プ
リ
ュ
ヴ
ィ
オ
ー
ズ
三
〇
日
（
一
七
九
六
年
二
月
一
九
日
）
、
ヴ
ァ
ン
ド
ー
ム
広
場

で
「
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
原
板
」
が
燃
や
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
当
時
、
お
よ
そ
三
九
〇
億
の
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
が
実
際
に
流
通
し
て
い
た
と
言
わ
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れ
て

い
る痴

　o）

第一次総裁政府における抵当法「構想」（香山）

　　　　　4241
）　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　
40　39　38　37　36　35
）　　）　　）　　）　　）　　）

　
ミ
ナ
ル

　
メ
ル
六
日

実
際
、

行
に
限
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

手
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
会
社
、

　
し
く
は

（
4
3
）

（
4
4
）

（
4
5
）

行
　
ミ
§
ミ
冒
ミ
譜
δ
曾
蔑
無
§
⇔
§
b
ミ
ら
§
ミ
鋤
、
薯
軌
越
藁
㊤
刈
。
。
り
b
b
．
。
。
。
。
と
刈
参
照
。

（
4
6
）
　
国
民
公
会
は
、
そ
の
最
終
日
（
一
七
九
五
年
一
〇
月
二
五
日
）
、
「
戦
争
税
」
を
採
択
し
て
い
た
。
そ
れ
は
所
有
不
動
産
及
び
動
産
毎
に
課
税
さ
れ
る

も
の
で
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
二
〇
日
、
動
産
に
つ
い
て
は
一
〇
日
以
内
に
払
い
込
み
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
戦
争
税
は
、
一

方
で
は
、
そ
の
支
払
期
間
が
短
す
ぎ
る
こ
と
、
他
方
で
は
、
そ
れ
が
左
派
の
主
張
す
る
累
進
課
税
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
激
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ

　
る
こ
と
に
な
り
、
結
局
、
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
ζ
讐
三
〇
N
》
愚
●
ミ
．
も
，
㊤
。
。
－
㊤
ρ
）
。
総
裁
政
府
は
、
こ
の
戦
争
税
の
代
わ
り
に
、
強
制
公
債

累
進
課
税
案
に
つ
い
て
は
ζ
象
霞
①
押
愚
・
ミ
●
も
O
．
8
－
H
8
参
照
。

い
。
｛
Φ
げ
〈
『
ρ
愚
．
9
、
‘
b
●
＝
㊤
・

エ
シ
ャ
セ
リ
オ
（
閑
①
昌
①
］
円
ω
O
ず
山
の
。
ゆ
伽
「
自
用
q
×
〉
に
つ
い
て
は
、
日
巳
碧
鼻
愚
・
ミ
こ
掌
①
謁
勤
O
鋤
鑓
鉱
鼻
愚
・
ミ
こ
，
卜
。
曾
参
照
。

こ
の
財
政
委
員
会
草
案
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
竃
象
三
①
斜
魯
・
ミ
‘
戸
一
〇
P
ζ
費
δ
P
魯
・
ミ
●
も
，
お
O
よ
O
①
参
照
。

い
。
冷
げ
く
「
ρ
魯
・
鳥
、
こ
b
．
コ
㊤
●

ル
ブ
ラ
ン
（
O
冨
ユ
①
ω
動
鑓
潟
。
助
ω
い
①
耳
二
昌
）
に
つ
い
て
は
、
↓
巳
霞
ρ
魯
●
ミ
●
も
戸
H
宝
ω
山
量
切
参
照
。

ピ
似
①
び
く
「
ρ
§
●
9
計
冒
b
。
一
一
〇
－
一
b
。
P

例
え
ば
、
共
和
暦
四
年
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
ニ
九
日
（
一
七
九
五
年
＝
月
二
〇
日
）
、
五
百
人
会
は
商
業
会
社
設
立
を
禁
止
す
る
共
和
暦
二
年
ジ
ェ
ル

　
　
（
二
月
）
二
六
日
（
一
七
九
四
年
四
月
一
五
日
）
デ
ク
レ
を
廃
止
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
銀
行
の
設
立
が
法
的
に
可
能
と
な
る
。
共
和
暦
四
年
プ
リ

　
　
　
（
一
七
九
五
年
＝
月
二
七
日
目
に
は
、
ド
フ
ェ
ル
モ
ン
が
、
銀
行
か
ら
の
前
借
り
を
条
件
に
、
銀
行
に
国
有
財
産
を
引
き
渡
す
こ
と
を
提
案
。

　
総
裁
政
府
は
、
プ
リ
メ
ル
ニ
四
日
（
一
二
月
一
五
日
）
、
国
有
財
産
売
却
の
再
開
を
提
案
す
る
。
確
か
に
、
そ
の
提
案
に
お
い
て
は
、
買
手
を
銀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
、
売
却
対
象
の
財
産
は
一
個
人
が
購
入
し
得
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
、
そ
の
買

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま
り
は
銀
行
で
あ
っ
た
（
以
上
の
点
に
つ
き
、
ピ
①
け
げ
く
「
ρ
魯
．
ミ
こ
O
■
冨
O
・
）
。
銀
行
設
立
案
に
つ
い
て
詳

　
　
竃
簿
ぼ
①
斜
愚
．
9
、
．
も
，
一
〇
ω
－
一
〇
会
竃
碧
δ
P
愚
●
ミ
．
も
戸
禽
合
－
潰
刈
参
照
。

ζ
①
ユ
o
P
魯
・
職
嚇
‘
O
”
．
念
ω
1
軽
念
．

冨
h
9
＜
「
ρ
愚
．
ら
“
赴
戸
一
b
。
目
・

な
お
、
こ
の
銀
行
計
画
の
挫
折
後
、
全
く
私
的
な
計
画
に
基
づ
い
て
銀
行
が
設
立
さ
れ
る
。
一
七
九
六
年
六
月
二
八
日
に
設
立
さ
れ
る
当
座
勘
定
銀

（
冨
。
巴
躬
①
α
①
ω
8
∋
讐
。
ω
o
o
⊆
鑓
三
ω
）
で
あ
る
。
当
座
勘
定
銀
行
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
b
d
臼
ひ
q
臼
8
（
い
）
り
爵
ミ
ミ
Q
諺
ミ
書
9
§
冴
ミ
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馬面冊 説

　
の
実
施
を
提
案
す
る
（
い
①
｛
①
げ
く
噌
ρ
魯
ミ
．
も
づ
μ
卜
。
甲
旨
ω
■
）
。
強
制
公
債
に
つ
い
て
詳
し
く
は
】
≦
鉾
三
①
却
愚
齢
ミ
■
も
℃
・
一
〇
一
Φ
酔
一
〇
心
山
O
曾
ζ
筆
洗
o
P
§
．

　
ミ
．
も
算
愈
い
。
よ
ω
G
。
参
照
。

（
4
7
）
　
ラ
メ
ル
（
U
o
巨
三
ρ
二
Φ
－
＜
貯
8
暮
力
餌
ヨ
皿
山
⑦
2
0
ひ
q
霧
雪
）
に
つ
い
て
は
↓
片
白
μ
愚
・
ミ
‘
娼
P
ぱ
ω
。
。
雪
お
り
参
照
。

（
4
8
）
　
強
制
公
債
は
共
和
暦
五
年
ヴ
ァ
ン
ト
ズ
五
日
（
一
七
九
七
年
二
月
二
三
日
）
に
終
了
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
期
ま
で
に
二
七
〇
億
の
ア
ッ
シ
ニ

　
ヤ
が
回
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
結
果
的
に
は
、
こ
れ
は
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
回
収
の
た
め
に
有
用
な
措
置
で
あ
っ
た
（
い
庶
Φ
げ
護
ρ
鞍
馬
ミ
‘
P

這
心
■
）
。
し
か
し
、
そ
の
即
効
的
な
価
値
回
復
と
い
う
側
面
で
は
、
何
ら
有
効
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

（
4
9
）
　
強
制
公
債
は
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
価
値
を
回
復
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
結
果
と
し
て
新
紙
幣
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま

り
、
総
裁
政
府
は
、
将
来
の
強
制
公
債
に
よ
る
収
入
を
見
越
し
て
、
「
支
払
命
令
書
（
「
①
ω
o
門
も
口
。
づ
）
」
を
発
行
し
、
こ
れ
が
紙
幣
と
し
て
流
通
す
る
よ
う

　
に
な
る
（
］
「
Φ
剛
Φ
び
く
憎
Φ
℃
　
魯
●
　
ら
篤
、
G
　
℃
。
一
N
窃
．
）
。
し
か
し
、
こ
れ
も
直
ぐ
に
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
と
同
じ
運
命
を
辿
る
こ
と
に
な
る
（
一
七
九
六
年
六
月
に
は
七
五
％

　
の
価
値
を
失
う
）
。

（
5
0
）
　
こ
の
額
は
、
い
Φ
貯
び
貫
ρ
愚
．
ミ
こ
P
一
丁
に
よ
る
。
ζ
碧
δ
P
愚
・
ミ
・
一
℃
」
旨
に
よ
れ
ば
、
三
四
〇
億
か
ら
三
五
〇
億
が
流
通
中
で
あ
っ
た
と
い

　
う
。
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3
　
土
地
手
形

　
ω
　
議
論
は
振
り
出
し
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
。
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
今
、
そ
の
代
わ
り
に
何
を
用
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
流
通
中
の
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
は
、
い
か
に
し
て
回
収
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
総
裁
政
府
自
身
は
、
銀
行
設
立
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

事
態
の
収
拾
を
望
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
共
和
暦
四
年
ヴ
ァ
ン
ト
ズ
三
日
（
一
七
九
六
年
二
月
二
二
日
）
の
銀
行
計
画
の
挫
折

に
よ
り
、
総
裁
政
府
は
他
の
方
法
を
模
索
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
く
な
っ
た
。

　
ま
た
、
春
を
目
前
と
し
て
戦
費
の
調
達
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
総
裁
政
府
は
国
有
財
産
の
売
却
に
よ
り
そ
れ
を
調
達
す
る
以
外
の
方
法

を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
、
そ
の
支
払
い
方
法
で
あ
る
。
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
今
、
何
を
用
い
て
支
払
わ
せ
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る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
共
和
暦
四
年
ヴ
ァ
ン
ト
ズ
一
九
日
目
一
七
九
六
年
三
月
九
日
）
、
ド
フ
ェ
ル
モ
ン
（
U
①
h
霞
目
。
づ
）
は
、
財
政
委
員
会
名
義
で
「
土
地
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

形
（
5
P
”
】
口
α
P
け
榊
①
「
『
一
什
O
同
一
9
一
）
」
草
案
を
提
出
す
る
。
そ
れ
は
草
案
段
階
に
お
い
て
は
エ
シ
ャ
セ
リ
オ
の
抵
当
証
券
草
案
の
復
活
で
し
か
な
く
、

そ
の
所
持
者
は
国
有
財
産
を
購
入
し
得
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
総
裁
政
府
は
、
そ
れ
を
強
制
流
通
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
す
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

に
な
る
。
ま
た
、
政
府
は
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
と
そ
れ
を
一
〇
〇
対
一
の
比
率
で
交
換
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
回
収
も
目
論
む
。

　
委
員
会
草
案
は
大
幅
な
修
正
を
受
け
、
共
和
暦
四
年
ヴ
ァ
ン
ト
ズ
ニ
八
日
（
一
七
九
六
年
三
月
一
八
日
）
に
元
老
会
を
通
過
す
る
。
通
過

し
た
法
律
に
よ
れ
ば
、
土
地
手
形
は
国
有
財
産
上
の
抵
当
権
に
よ
り
担
保
さ
れ
た
一
種
の
抵
当
証
券
で
、
二
四
億
を
限
度
と
し
て
発
行
さ
れ

る
。
手
形
所
持
者
は
、
国
有
財
産
を
競
売
に
か
け
る
こ
と
な
し
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
と
土
地
手
形
は
、
三
〇
対

一
の
比
率
で
交
換
さ
れ
る
。

　
＠
　
結
果
的
に
、
土
地
手
形
は
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
と
同
じ
運
命
を
辿
る
こ
と
に
な
る
。
い
く
つ
か
の
理
由
は
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
原
因
の
一

つ
は
、
純
粋
に
技
術
的
な
点
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
現
実
の
交
換
比
率
を
無
視
し
て
、
そ
れ
を
三
〇
対
一
と
固
定
化
し
た
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

に
、
そ
の
信
用
を
大
き
く
失
っ
た
の
で
あ
る
（
実
際
の
交
換
比
率
は
四
〇
〇
対
一
で
あ
っ
た
）
（
結
果
、
国
有
財
産
は
紙
屑
同
然
の
ア
ツ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

ニ
ヤ
を
所
持
す
る
者
に
よ
り
纂
奪
の
対
象
と
な
る
）
。
実
際
、
土
地
手
形
は
見
る
見
る
そ
の
価
値
を
失
う
。
一
七
九
六
年
三
月
一
八
日
に
発

行
さ
れ
た
土
地
手
形
が
、
す
で
に
そ
の
月
末
に
は
六
五
％
、
四
月
初
旬
に
は
八
○
％
、
五
月
に
は
九
〇
％
の
価
値
を
失
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

総
裁
政
府
は
、
様
々
な
方
法
で
価
値
下
落
の
た
め
の
方
策
を
打
ち
出
す
。
例
え
ば
、
総
裁
政
府
は
共
和
暦
四
年
テ
ル
ミ
ド
ル
ニ
留
日
（
一
七

九
六
年
八
月
九
日
）
、
正
貨
で
の
国
有
財
産
の
支
払
を
禁
止
し
、
土
地
手
形
で
の
額
面
で
の
支
払
を
強
制
す
る
。
ま
た
、
政
府
は
、
土
地
手

形
の
相
場
上
昇
の
た
め
に
財
務
大
臣
ラ
メ
ル
に
資
金
を
提
供
し
、
そ
の
購
入
を
指
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
り
、
土
地

手
形
の
信
用
が
回
復
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
つ
い
に
共
和
暦
五
年
プ
リ
メ
ル
一
日
（
一
七
九
六
年
一
一
月
二
一
日
）
、
総
裁
政
府
は
正
貨
又

は
相
場
で
の
土
地
手
形
で
の
支
払
を
認
め
る
。
こ
れ
は
総
裁
政
府
自
体
に
よ
る
、
土
地
手
形
に
対
す
る
死
刑
判
決
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
総
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説
　
裁
政
府
は
、
秘
密
裡
に
政
策
転
換
を
行
う
。
つ
ま
り
、

論
　
値
を
引
き
下
げ
る
方
策
を
行
う
わ
け
で
あ
衡
㌍

土
地
手
形
の
廃
止
と
、
完
全
な
る
正
貨
へ
の
復
帰
に
向
け
て
、
土
地
手
形
自
体
の
価

70　（1　。20）　20

（
5
1
）
　
第
二
章
第
2
節
＠
参
照
。

（
5
2
）
　
ド
フ
ェ
ル
モ
ン
（
冒
6
ρ
二
①
O
臥
9
ヨ
。
耳
瓢
①
ω
o
げ
巷
Φ
一
δ
話
ω
）
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
一
八
〇
四
年
フ
ラ
ン
ス
抵
当
法
の
基
本
的
性
格
㈲
」
小
樽
商

科
大
学
『
商
学
討
究
』
第
五
二
巻
第
二
・
三
合
併
号
（
二
〇
〇
一
年
）
三
六
一
頁
註
（
謝
）
参
照
。
併
せ
て
ゴ
デ
シ
ョ
（
瓜
生
洋
一
他
訳
）
『
フ
ラ
ン
ス
革
命

年
代
記
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
九
年
）
二
四
〇
一
二
四
一
頁
参
照
。

（
5
3
）
　
土
地
手
形
の
誕
生
と
、
そ
の
挫
折
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
竃
碧
ぼ
。
斜
§
．
ミ
．
も
戸
H
O
Φ
山
O
。
。
甲
ζ
巴
o
P
魯
．
ミ
．
も
b
・
禽
雫
詔
9
巨
Φ
｛
ゆ
σ
≦
ρ
愚
’

　
ミ
・
も
●
嵩
①
山
ω
一
参
照
。

（
5
4
）
　
目
Φ
冷
び
く
噌
ρ
魯
●
ミ
●
も
O
・
§
①
－
お
S

（
5
5
）
　
い
臥
①
σ
＜
「
ρ
愚
喩
ミ
尊
も
℃
．
一
N
？
鵠
。
。
“

（
5
6
）
　
詳
し
く
は
ζ
翁
。
夢
δ
N
噂
愚
・
ミ
・
も
℃
・
H
O
。
◎
－
に
O
参
照
。

（
5
7
）
　
い
臥
Φ
び
く
「
ρ
愚
●
ミ
・
も
・
H
ω
O
胴
ζ
碧
三
Φ
斜
愚
・
ミ
●
も
．
目
O
．
実
際
に
、
土
地
手
形
と
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
が
そ
の
強
制
流
通
を
廃
止
さ
れ
、
正
貨
へ
の
復
帰

　
が
宣
言
さ
れ
る
の
は
、
共
和
暦
五
年
プ
リ
ュ
ヴ
ィ
オ
ー
ズ
一
六
日
目
一
七
九
七
年
二
月
四
日
）
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
る
（
ピ
庶
①
げ
護
ρ
愚
●
ミ
こ
薯
・
H
ω
O

　
山
。
。
ご
。
革
命
期
に
お
け
る
壮
大
な
紙
幣
計
画
は
、
こ
こ
に
完
全
に
幕
を
下
ろ
す
こ
と
に
な
る
。

4

レ
ア
ル
に
よ
る
抵
当
法
「
構
想
」
の
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

　
ω
　
総
裁
政
府
は
、
税
収
の
落
ち
込
み
に
苦
し
め
ら
れ
て
お
り
、
通
常
の
支
出
で
さ
え
も
、
十
分
に
賄
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
加
え

て
絶
え
ざ
る
対
外
戦
争
の
た
め
の
臨
時
の
支
出
が
必
要
と
さ
れ
る
。
実
際
、
共
和
暦
五
年
の
春
、
イ
タ
リ
ア
戦
役
が
継
続
中
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
ラ
イ
ン
及
び
サ
ン
ブ
ル
ー
ム
ー
ズ
方
面
は
苦
戦
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
年
の
春
を
目
の
前
に
し
て
、
総
裁
政
府
は
共
和
暦



第一次総裁政府における抵当法「構想」（香山）

　
　
　
　
　
　
　
お
　

四
年
と
同
じ
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
戦
争
維
持
の
た
め
に
、
い
か
に
し
て
金
銭
を
見
い
だ
す
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
こ
で
、
も
う
一
度
、
総
裁
政
府
は
銀
行
計
画
を
持
ち
出
す
こ
と
に
な
る
。

　
ラ
メ
ル
は
、
パ
リ
に
銀
行
家
及
び
大
商
人
を
呼
び
寄
せ
、
再
度
、
銀
行
設
立
の
た
め
の
協
議
を
開
始
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
ら
が
ラ
メ
ル

の
申
し
出
を
拒
絶
し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
計
画
は
、
再
び
挫
折
す
る
。

　
＠
　
で
は
、
戦
費
は
、
い
か
に
し
て
賄
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
こ
こ
で
も
国
有
財
産
の
売
却
と
い
う
方
法
に
活
路
を
語
い
だ

　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

す
し
か
な
か
っ
た
。
で
は
、
そ
の
た
め
の
支
払
手
段
は
何
か
。
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
も
土
地
手
形
も
、
（
未
だ
強
制
流
通
は
廃
止
さ
れ
て
い
な
い
と

は
い
え
、
）
紙
屑
同
然
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
総
裁
政
府
は
、
ブ
リ
メ
ー
ル
（
一
七
九
六
年
一
一
月
末
か
ら
一
二
月
中
旬
頃
）
、
秘
密
委
員
会
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
い
て
、
再
度
、
国
有
財
産
購
入
代
価
支
払
の
た
め
の
抵
当
証
券
創
設
を
決
定
し
、
議
会
に
対
し
て
も
「
抵
当
法
」
の
再
検
討
を
正
式
に
求

　
　
お
　

め
る
。
抵
当
証
券
「
構
想
」
を
伴
っ
た
、
レ
ア
ル
に
よ
る
抵
当
法
「
構
想
」
が
打
ち
出
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
直
後
で
あ
っ
た
。

　
の
　
レ
ア
ル
に
よ
る
抵
当
法
「
構
想
」
は
、
総
裁
政
府
の
求
め
に
応
じ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
正
確
な
点
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
実
際
、
（
後
述
す
る
よ
う
に
、
）
既
に
共
和
暦
五
年
ヴ
ァ
ン
デ
ミ
エ
ル
三
日
（
一
七
九
六
年
九
月
二
四
日
）
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

レ
ア
ル
は
別
の
委
員
会
名
義
で
抵
当
権
草
案
を
提
出
し
て
お
り
、
こ
の
草
案
は
抵
当
証
券
制
度
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
な
お
、
著

者
は
、
こ
の
草
案
の
抵
当
証
券
部
分
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
）
。
従
っ
て
、

レ
ア
ル
の
抵
当
法
「
構
想
」
は
、
総
裁
政
府
の
プ
ラ
ン
と
は
別
物
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
構
想
」

の
提
出
さ
れ
た
時
期
と
、
そ
の
内
容
（
特
に
抵
当
証
券
「
構
想
」
）
か
ら
、
そ
れ
を
総
裁
政
府
の
思
惑
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
は
十
分
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

可
能
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
検
討
す
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
的
背
景
を
有
す
る
レ
ア
ル

の
抵
当
法
「
構
想
」
は
、
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
レ
ア
ル
の
「
構
想
」
を
二
つ
に
分
け
て
考
察
し
て
い
こ
う
。

（
5
8
）
　
ラ
メ
ル
に
よ
れ
ば
一
七
九
一
年
か
ら
九
五
年
の
地
租
見
込
額
は
一
六
〇
億
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
収
め
ら
れ
た
も
の
は
三
〇
億
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
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論説

　
ま
た
、
通
貨
不
足
に
よ
り
現
物
納
税
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
確
か
に
、
不
作
の
時
期
に
は
、
穀
物
価
格
の
上
昇
に
よ
り
、
税
収
は
増
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
共
和
暦
五
年
は
豊
作
で
あ
っ
た
た
め
に
、
穀
物
価
格
は
非
常
に
低
か
っ
た
。
こ
の
点
で
も
税
収
は
落
ち
込
む
こ
と
に
な
る
（
い
駄
①
ぴ
護
ρ
　
愚
辱

　
ミ
・
も
・
嵩
と
。

（
5
9
）
　
本
章
第
3
節
ω
参
照
。

（
6
0
）
　
ピ
庶
①
げ
く
門
や
魯
・
9
、
こ
℃
μ
ω
¢
．

（
6
1
）
　
共
和
暦
四
年
ブ
リ
ュ
ク
チ
ド
ル
一
八
日
（
一
七
九
六
年
九
月
四
日
）
、
ベ
ル
ギ
ー
の
修
道
院
所
有
財
産
の
売
却
が
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
続
く
ヴ
ァ
ン

デ
ミ
エ
ル
、
総
裁
政
府
は
五
輪
の
臨
時
支
出
を
予
測
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
残
部
の
国
有
財
産
の
競
売
で
の
売
却
を
議
会
に
求
め
る
。
共
和
暦
五
年
ブ
リ
ュ

　
メ
ー
ル
一
六
日
（
一
七
九
六
年
一
一
月
六
日
目
、
議
会
は
そ
れ
を
承
認
（
以
上
の
点
に
つ
き
い
臥
①
げ
く
「
ρ
愚
●
ミ
．
一
P
一
ω
刈
の
）
。

（
6
2
）
　
実
際
、
総
裁
政
府
の
抵
当
証
券
構
想
は
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
有
財
産
の
売
却
代
価
は
、
ほ
と
ん
ど
価
値
の
な
い
紙
幣
代

替
物
で
払
い
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
政
府
は
国
有
財
産
売
却
に
よ
り
、
何
も
得
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
ピ
臥
①
げ
護
ρ
愚
燭
ミ
こ
O
戸
一
巽

直
も
。
。
。
●
）
。

（
6
3
）
　
い
似
⑦
び
く
「
ρ
§
ミ
●
も
．
一
ω
㊤
●

（
6
4
）
　
第
五
章
第
1
節
参
照
。
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三
　
抵
当
権
「
構
想
」

1
　
序

払百冊

既
述
の
よ
う
に
共
和
暦
五
年
ニ
ヴ
ォ
ー
ズ
＝
日
（
一
七
九
六
年
一
二
月
三
一
日
）
、
「
単
純
化
及
び
改
良
委
員
会
」
を
代
表
し
て
レ
ア
ル

が
五
百
人
会
で
抵
当
法
「
構
想
」
を
表
明
す
る
（
こ
こ
で
の
報
告
自
体
を
、
以
下
で
は
、
「
レ
ア
ル
報
告
し
と
呼
ぶ
）
。
こ
の
前
後
に
、
こ
の

「
構
想
」
に
基
づ
く
草
案
が
提
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
不
幸
に
も
、
著
者
は
、
そ
の
草
案
自
体
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ



第一次総裁政府における抵当法「構想」（香山）

た
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
原
則
的
に
は
、
こ
の
日
の
レ
ア
ル
に
よ
る
報
告
か
ら
、
そ
の
抵
当
法
「
構
想
」
を
明
ら
か
に
す
る
。
も
っ
と
も
、

レ
ア
ル
は
、
こ
の
報
告
の
直
前
に
他
の
特
別
委
員
会
（
8
ヨ
a
ω
臨
8
ω
葱
。
巨
）
名
義
で
、
抵
当
権
草
案
（
こ
の
草
案
は
、
抵
当
権
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

る
も
の
で
あ
り
、
抵
当
証
券
規
定
及
び
源
除
規
定
は
別
の
草
案
に
譲
ら
れ
て
い
る
）
を
提
出
し
て
お
り
、
こ
の
草
案
は
、
す
で
に
共
和
暦
五

年
ヴ
ァ
ン
デ
ミ
エ
ル
三
日
目
一
七
九
六
年
九
月
二
四
日
）
、
同
ヴ
ァ
ン
デ
ミ
エ
ル
ー
四
日
（
一
七
九
六
年
一
〇
月
五
日
）
、
同
ブ
リ
メ
ル
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

（一

ｵ
九
六
年
一
一
月
二
八
日
）
に
三
度
の
読
会
（
δ
o
ε
お
ω
）
を
終
え
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
草
案
は
、
レ
ア
ル
報
告
の
直
接
の
対
象

で
は
な
い
。
し
か
し
、
レ
ア
ル
報
告
の
数
ヶ
事
前
の
草
案
か
ら
、
報
告
の
際
に
提
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
草
案
と
の
間
に
、
そ
れ
ほ
ど
多
く

の
相
違
が
あ
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
第
三
読
会
か
ら
レ
ア
ル
報
告
ま
で
は
、
た
っ
た
一
ヶ
月
し
か
な
く
、
そ
の
期
間

内
に
基
本
的
な
原
理
に
修
正
が
加
え
ら
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
実
際
に
、
両
者
の
間
に
は
矛
盾
も
見
あ
た
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
レ
ア
ル
報
告
と
と
も
に
、
こ
の
草
案
も
参
考
に
し
て
い
る
（
以
下
、
本
稿
で
は
、
こ
の
草
案
を
「
レ
ア
ル
抵
当
権
草

　
　
　
　
（
6
7
）

案
」
と
呼
ぶ
）
。

　
こ
の
レ
ア
ル
報
告
は
、
二
部
か
ら
な
っ
て
い
る
。
抵
当
制
度
に
関
す
る
部
分
と
、
抵
当
証
券
制
度
に
関
す
る
部
分
と
で
あ
る
。
ま
ず
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

こ
こ
で
は
抵
当
権
に
関
す
る
レ
ア
ル
の
「
構
想
」
に
限
っ
て
検
討
し
て
い
く
。
こ
の
「
構
想
」
の
分
析
は
後
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
レ

ア
ル
の
言
説
に
従
い
つ
つ
、
そ
の
「
構
想
」
を
見
て
み
よ
う
。

（
6
5
）
　
図
①
巴
（
O
．
〉
シ
ミ
ミ
§
惹
魯
ミ
職
§
肋
ミ
ミ
ミ
ミ
房
房
§
§
o
き
爵
ミ
舞
9
づ
く
（
以
下
で
は
「
菊
①
巴
”
ミ
、
§
爵
。
ミ
職
§
」
と
略
称
）
・

　
な
お
、
切
澄
r
ミ
ミ
§
誌
。
ミ
画
§
も
戸
一
μ
幽
ω
に
は
、
全
五
四
条
の
抵
当
権
草
案
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
6
6
）
共
和
暦
三
年
憲
法
に
お
い
て
は
、
草
案
は
三
度
の
読
会
に
付
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
（
共
和
暦
三
年
憲
法
憲
法
編
第
七
七
条
参
照
）
。
な
お
、
共
和

暦
三
年
憲
法
の
法
文
に
つ
い
て
は
中
村
義
孝
諸
訳
『
フ
ラ
ン
ス
憲
法
史
集
成
』
（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
三
年
）
五
五
－
八
五
頁
参
照
。

（
6
7
）
　
本
文
中
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
と
レ
ア
ル
抵
当
権
「
構
想
」
は
、
後
者
の
草
案
を
未
見
で
あ
る
た
め
に
、
厳
密
に
同
一
の
も
の

　
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
レ
ア
ル
の
五
百
人
会
で
の
「
報
告
」
と
、
レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
の
内
容
に
矛
盾
が
な
い
た
め
に
、
基
本
的
に
、
両
者
の
基
本

70　（1　・23）　23



論説

構
造
は
極
め
て
類
似
し
て
い
る
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
点
は
、
本
文
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
、
レ
ア
ル
抵
当

権
草
案
全
体
を
概
観
し
て
お
こ
う
（
以
下
の
条
文
数
は
、
レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
の
そ
れ
）
。

　
a
　
抵
当
権
及
び
先
取
特
権
は
、
登
記
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
第
四
条
）
。
こ
の
登
記
が
、
権
利
発
生
日
の
三
〇
日
以
内
に
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、

登
記
日
で
は
な
く
、
権
利
発
生
日
に
、
そ
の
順
位
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
三
〇
日
以
後
に
登
記
が
な
さ
れ
た
時
に
は
、
登
記
臼
か
ら
に
限

り
そ
の
順
位
を
取
得
す
る
に
過
ぎ
な
い
（
第
五
条
）
。
登
記
の
効
力
は
、
一
〇
年
間
継
続
す
る
（
第
＝
条
）
　
（
併
せ
て
第
＝
一
条
参
照
）
。

　
登
記
に
あ
た
っ
て
は
（
登
記
の
方
法
に
つ
い
て
は
第
一
九
条
－
第
二
七
条
参
照
）
、
提
出
す
べ
き
二
通
の
明
細
書
に
、
元
本
及
び
付
属
の
総
額
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
一
九
条
）
。

　
な
お
、
一
定
の
先
取
特
権
に
つ
い
て
は
、
登
記
を
免
除
さ
れ
て
い
る
（
第
一
八
条
）
。

　
b
　
利
息
債
権
は
、
三
年
分
に
限
り
、
元
本
と
同
一
順
位
の
抵
当
権
で
担
保
さ
れ
る
（
第
六
条
）
。

　
c
　
抵
当
権
は
、
登
記
さ
れ
た
郡
（
9
『
門
O
鵠
α
圃
o
o
ω
Φ
5
P
Φ
づ
叶
）
内
に
位
置
す
る
、
債
務
者
の
現
在
財
産
・
将
来
財
産
の
全
て
を
目
的
と
す
る
（
第
七
条
）
。

た
だ
し
、
当
事
者
が
登
記
を
行
う
抵
当
権
保
存
所
を
決
定
し
た
場
合
、
及
び
登
記
す
る
財
産
を
特
定
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
合
意
に
従
う
こ
と
に
な
る

（
第
八
条
）
。

　
d
　
抵
当
権
者
の
債
権
者
は
、
副
順
位
配
当
（
ω
〇
二
ω
・
o
吋
紆
①
）
を
申
し
立
て
る
た
め
に
（
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
自
ら
の
債
権
を
債
務
者
の
抵
当
権
に

基
づ
い
て
回
収
す
る
た
め
に
）
、
故
障
申
立
（
○
℃
℃
o
ω
貯
。
灘
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
、
こ
の
債
権
者
の
債
務
者
が
抵
当
権
の
登
記
を
行
っ
て
い

な
い
と
き
は
、
こ
の
債
権
者
が
抵
当
権
の
登
記
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
九
条
）
。

　
e
　
被
担
保
債
権
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
、
債
権
譲
受
人
は
、
移
転
証
書
を
登
記
（
戸
『
F
ω
O
噌
一
門
①
）
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
手
続
が
完
了
す
る
ま
で
、
債

務
者
は
旧
債
権
者
に
対
し
て
有
効
な
弁
済
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
第
一
四
条
）
。

　
f
　
妻
の
た
め
の
登
記
は
、
婚
姻
の
全
期
間
中
及
び
そ
の
解
消
後
一
年
間
、
そ
の
抵
当
権
を
保
存
す
る
。
登
記
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
既
に
確
定
し
た

権
利
が
あ
れ
ば
そ
の
額
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
す
る
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
額
を
評
価
す
る
必
要
は
な
い
（
第
二
八
条
）
。
な
お
、
こ
の
抵

当
権
を
保
存
す
る
期
間
は
、
一
〇
年
以
下
で
あ
る
こ
と
は
な
い
（
第
二
九
条
）
。

　
妻
の
父
母
、
後
見
人
又
は
財
産
管
理
人
は
、
夫
婦
財
産
契
約
、
そ
れ
が
な
い
と
き
に
は
婚
姻
か
ら
一
ヶ
月
以
内
に
、
夫
の
財
産
に
登
記
す
る
義
務
を
負

う
（
第
三
〇
条
）
。
ま
た
、
公
証
人
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
、
登
記
を
な
す
べ
き
旨
を
告
げ
ね
ば
な
ら
な
い
（
第
三
一
条
）
。

　
9
　
未
成
年
、
禁
治
産
者
、
不
在
者
及
び
国
庫
の
た
め
の
抵
当
権
は
、
そ
の
登
記
申
請
に
あ
た
っ
て
、
被
担
保
債
権
額
を
記
載
す
る
必
要
が
な
い
（
第

三
二
条
）
（
こ
れ
ら
の
者
の
抵
当
権
に
つ
い
て
は
、
第
三
三
条
－
第
三
九
条
を
併
せ
て
参
照
）
。

　
h
　
登
記
の
抹
消
は
、
抵
当
権
消
滅
後
、
利
害
関
係
人
の
合
意
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
（
第
四
〇
条
）
。

　
i
　
な
お
、
第
四
二
条
か
ら
第
四
三
条
に
は
不
動
産
返
還
請
求
に
つ
い
て
、
第
四
四
条
か
ら
第
五
二
条
に
は
本
法
律
公
布
前
の
抵
当
権
登
記
に
つ
い
て
、
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第
五
三
条
か
ら
第
五
四
条
に
は
租
税
に
つ
い
て
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

（
6
8
）
　
抵
当
証
券
「
構
想
」
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
詳
説
す
る
。

（
6
9
）
　
第
五
章
第
2
節
・
第
3
節
参
照
。

2

「
単
純
化
及
び
改
良
委
員
会
」
の
目
的

第一次総裁政府における抵当法「構想」（香山）

　
ω
　
既
述
の
よ
う
に
、
レ
ア
ル
に
よ
る
抵
当
権
「
構
想
」

な
ぜ
共
和
暦
三
年
法
は
実
施
延
期
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
れ
　

い
て
み
よ
う
。

は
、
共
和
暦
三
年
法
の
相
次
ぐ
実
施
延
期
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
る
。
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
様
々
な
推
測
は
可
能
で
あ
る
が
、
当
事
者
達
の
意
見
を
聞

　
「
共
和
暦
三
年
メ
シ
ド
ー
ル
九
日
法
は
急
い
で
起
草
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
な
く
採
択
さ
れ
た
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
当
時
、
国
民
公

会
は
憲
法
に
思
い
を
巡
ら
せ
る
こ
と
に
夢
中
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
詳
細
に
お
い
て
不
完
全
で
、
間
違
い
だ
ら
け
で
、
脱
漏
の
あ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

で
あ
る
こ
と
に
、
間
も
な
く
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
共
和
暦
三
年
法
の
基
本
原
理
は
「
抵
当
権
の
公
示
の
原
則
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
そ
れ
な
し
で
は
良
き
抵
当
制
度
が
存
在
し
得
な
い
重
要

　
　
　
　
　

な
原
則
」
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
基
本
原
理
に
お
い
て
は
、
共
和
暦
三
年
法
は
問
題
な
い
の
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
も
急
い
だ
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

草
で
あ
っ
た
た
め
に
、
数
多
く
の
欠
陥
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
法
律
を
全
面
改
正
す
る
必
要
は
な
い
が
、
「
変
更
及
び
修
正
」
は

な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
委
員
会
の
抵
当
法
「
構
想
」
の
目
的
は
、
こ
の
委
員
会
の
名
称
（
共
和
暦
三
年
メ
シ
ド
ー
ル
九
日
に
デ
ク
レ
と
さ
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払杣山 説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
り
　
　
　
り
　
　
　
　

れ
た
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
抵
当
法
典
の
単
純
化
及
び
改
良
の
た
め
の
委
員
会
）
自
体
が
示
す
よ
う
に
、
共
和
暦
三
年
法
の
単
純
化
及
び
改

良
な
の
で
あ
る
。
実
際
、
レ
ア
ル
「
報
告
」
の
抵
当
制
度
に
関
す
る
部
分
は
、
共
和
暦
三
年
法
と
の
比
較
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
＠
　
共
和
暦
三
年
法
が
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
そ
れ
が
抵
当
証
券
法
を
含
ん
だ
た
め
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
少

な
く
と
も
レ
ア
ル
は
、
こ
の
こ
と
自
体
を
、
そ
の
理
由
と
は
捉
え
て
い
な
い
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
自
ら
の
「
構
想
」
に
抵
当
証
券
「
構
想
」
を
盛
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
総
裁
政
府
の
思
惑
と
無
関

係
で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
構
想
」
が
練
ら
れ
た
時
期
か
ら
推
測
す
る
と
（
レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
も
抵
当
証
券
法
と
セ
ッ
ト
で

あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
一
七
九
六
年
九
月
に
は
完
成
し
て
い
た
）
、
レ
ア
ル
が
抵
当
証
券
を
盛
り
込
ん
だ
理
由
は
、
総
裁
政
府
の
計
画
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

で
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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（
7
0
）
　
本
稿
註
（
1
7
）
参
照
。

（
7
1
）
　
実
際
、
ヴ
ァ
ン
デ
ミ
エ
ル
ニ
八
日
の
五
度
目
の
実
施
延
期
の
議
案
提
出
者
は
、

b。
掾
B
℃
℃
・
ま
N
・
）
。

（
7
2
＞
　
国
＄
ジ
ミ
ミ
魯
ミ
斜
b
．
三
’

（
7
3
）
　
勾
露
㌍
ミ
ミ
魯
N
魯
O
．
慈
◎

（
7
4
）
　
菊
伽
巴
一
ミ
ミ
§
ミ
斜
P
曄
．

（
7
5
）
　
ヵ
伽
巴
”
き
ミ
§
ミ
斜
b
■
凶
く
齢

（
7
6
）
　
本
稿
註
（
1
7
）
参
照
。

（
7
7
）
　
詳
し
く
は
第
五
章
第
1
節
＠
参
照
。

レ
ア
ル
自
身
で
あ
る
（
9
ミ
q
含
N
び
讐
三
巴
誘
鋤
妬
く
旧
肉
q
ミ
一
け



3

抵
当
権
「
構
想
」
の
理
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

　
レ
ア
ル
は
、
抵
当
権
「
構
想
」
の
各
論
部
分
に
入
る
前
に
、
新
「
構
想
」
に
お
け
る
理
念
を
提
起
す
る
。

に
基
づ
く
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
見
て
い
こ
う
。

ω
　
ま
ず
第
一
に
、
彼
は
抵
当
権
の
公
示
を
抵
当
制
度
の
本
質
的
な
原
則
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
で
は
、

で
は
、
そ
れ
は
い
か
な
る
理
念

な
ぜ
公
示
が
必
要
な
の
か
。

　
「
公
的
な
信
頼
を
維
持
す
る
こ
と
、
契
約
の
厳
格
な
実
行
を
保
証
す
る
こ
と
、
公
的
及
び
私
的
な
信
用
を
高
め
る
こ
と
、
詐
欺
を
予
防
す
る
こ
と
、
抵
当

権
の
秘
密
性
を
生
み
出
す
手
続
の
源
を
枯
渇
さ
せ
る
こ
と
。
こ
れ
こ
そ
が
、
こ
の
分
野
に
関
す
る
良
き
法
律
の
効
果
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
抵
当
権
の
公

示
は
、
こ
の
幸
運
な
結
果
を
、
唯
一
、
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
原
則
は
、
す
べ
て
の
良
き
抵
当
制
度
の
基
礎
な
の
で
あ
る
〔
傍
点
は
原
文
イ
タ

　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

リ
ッ
タ
ー
訳
者
註
〕
。
」

第一次総裁政府における抵当法「構想」（香山）

　
㈲
　
第
二
に
、
抵
当
権
の
登
記
に
お
い
て
は
、
被
担
保
債
権
額
が
決
定
（
伽
ひ
け
①
N
5
P
一
b
［
Φ
『
）
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
も
は

や
（
レ
ア
ル
報
告
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
）
「
不
確
定
抵
当
権
（
ξ
O
o
昏
α
ρ
鑑
①
ヨ
鼠
ゆ
巳
①
）
」
は
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
被
担
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

債
権
額
の
「
特
定
」
に
他
な
ら
な
い
。

　
で
は
、
目
的
物
の
「
特
定
」
は
、
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
レ
ア
ル
報
告
中
に
は
何
ら
の
言
及
も
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
は
、
共
和
暦
三
年
法
（
同
法
第
一
九
条
第
一
項
参
照
）
と
同
様
に
、
合
意
に
よ
る
抵
当
権
が
、
債
務
者
の
現
在
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
ハ
お
　

び
将
来
の
財
産
を
目
的
と
す
る
旨
を
規
定
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
目
的
物
の
「
特
定
」
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。

　
の
　
第
三
に
、
不
確
定
抵
当
権
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
例
外
的
に
、
妻
、
未
成
年
、
禁
治
産
者
、
不
在
者
及
び
国
庫
の
た
め
の
そ
れ
は
認

め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
の
抵
当
権
と
言
え
ど
も
公
示
か
ら
独
立
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
登
記
が
要
求
さ
れ
る
。
登
記
の
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論説

要
求
に
つ
い
て
は
、
レ
ア
ル
報
告
で
は
妻
に
つ
い
て
の
言
及
し
か
な
い
が
、
レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
に
よ
れ
ば
、
そ
の
他
の
抵
当
権
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
、
同
様
に
登
記
が
要
求
さ
れ
る
。

　
ω
　
第
四
に
、
取
得
者
は
、
抵
当
権
を
容
易
に
潅
除
す
る
方
法
を
与
え
ら
れ
る
。
共
和
暦
三
年
法
に
お
い
て
は
、
抵
当
不
動
産
の
取
得
者

が
抵
当
権
を
消
滅
さ
せ
る
（
共
和
暦
三
年
法
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
奪
わ
れ
な
い
所
有
者
（
隅
8
ユ
偉
巴
『
Φ
ぎ
8
§
ヨ
¢
け
鋤
窪
①
）
と
な
る
」
）

た
め
に
は
、
取
得
日
か
ら
一
ヶ
月
以
内
に
、
す
べ
て
の
債
権
者
に
全
額
の
弁
済
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
共
和
暦
三
年
法
第
一
〇
五
条

　
　
あ
　

参
照
）
。
つ
ま
り
、
近
世
抵
当
法
の
下
で
取
得
者
に
認
め
ら
れ
た
三
つ
の
方
法
（
弁
済
、
委
付
及
び
源
除
）
の
内
で
は
、
弁
済
し
か
認
め
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
抵
当
権
「
構
想
」
で
は
、
「
不
動
産
を
目
的
と
す
る
抵
当
権
を
容
易
に
源
除
す
る
方
法
」
の
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
が
、
そ
の
目
的
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
レ
ア
ル
「
報
告
」
に
よ
れ
ば
、
売
却
代
価
が
債
権
全
額
に
満
た
な
い
時
に
は
、
取
得
者
は
二
つ
の
方
法
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
の

方
法
は
、
債
権
全
額
の
弁
済
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
共
和
暦
三
年
法
の
立
場
で
し
か
な
い
。
こ
の
「
構
想
し
が
、
溝
除
制
度
の
導
入
を
新
「
構

想
」
の
理
念
と
し
て
敢
え
て
採
り
上
げ
た
の
は
、
全
額
弁
済
以
外
の
方
法
を
認
め
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
第
二
の
方
法
の
「
最
高
入
札

者
へ
の
取
得
物
の
売
却
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
三
取
得
者
は
、
目
的
物
を
競
売
に
付
し
、
そ
の
競
売
に
お
い
て
自
ら
が
最
高
額
を
付
す
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
所
有
権
を
維
持
し
つ
つ
、
抵
当
権
を
抹
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
一
七
七
一
年
王
示
の
よ
う
に
売
却
代
価
相

当
額
で
の
抵
当
権
抹
消
を
認
め
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
「
報
告
」
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
抵
当
権
者
に
全
額
弁
済
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
こ
と
な
し
に
、
抵
当
権
の
抹
消
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
異
論
は
な
か
ろ
う
。
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（
7
8
）
　
幻
0
巴
糟
ミ
ミ
辞
§
も
唱
●
設
竿
く
一
一
一
・
本
文
で
掲
げ
た
四
つ
の
理
念
の
他
に
、
レ
ア
ル
は
次
の
よ
う
な
理
念
を
掲
げ
る
。
抵
当
権
が
物
権
で
あ
る
こ

と
。
抵
当
権
が
目
的
物
を
売
却
さ
せ
る
権
利
で
あ
る
こ
と
。
抵
当
権
の
公
示
は
、
名
義
の
登
記
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
。
証
書
の
登
記
が
一
ヶ
月
以
内
に

な
さ
れ
た
時
に
は
抵
当
権
順
位
は
名
義
発
生
日
で
あ
る
こ
と
。
登
記
が
一
〇
年
間
抵
当
権
を
保
存
す
る
こ
と
。
強
制
的
所
有
権
移
転
を
単
純
化
す
る
こ
と
。



第一次総裁政府における抵当法「構想」（香山）

（
7
9
）
　
菊
9
一
℃
ミ
ミ
§
、
鼻
眉
ζ

（
8
0
）
　
正
確
に
は
、
登
記
申
請
明
細
書
に
お
い
て
被
担
保
債
権
が
明
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
第
一
九
条
参
照
）
。

（
8
1
）
　
も
っ
と
も
、
レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
第
七
条
は
「
登
記
さ
れ
た
抵
当
権
は
、
登
記
が
行
わ
れ
た
抵
当
権
保
存
所
の
郡
内
に
位
置
す
る
、
債
務
者
の
現
在

及
び
将
来
の
財
産
す
べ
て
に
拡
張
す
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
目
的
物
の
包
括
性
は
あ
る
程
度
で
あ
る
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
抵
当
権
登

記
は
、
登
記
が
行
わ
れ
た
郡
内
の
財
産
の
み
を
目
的
と
す
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
レ
ア
ル
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
く
、

　
い
さ
さ
か
不
明
瞭
な
形
で
こ
の
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
共
和
暦
三
年
法
の
立
場
（
共
和
暦
三
年
法
第
二
〇
条
）
（
9
0
鋤
N
爵
く
①
暮
ρ
愚
●
9
、
4
，
0
q
●
）
を
、

　
明
確
な
形
で
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
8
2
）
　
こ
の
よ
う
に
、
レ
ア
ル
「
構
想
」
は
共
和
暦
七
年
法
が
採
用
す
る
意
味
で
の
特
定
抵
当
権
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
近
世
法
的
な
意
味
で
の
包
括
性

　
は
、
か
な
り
の
程
度
、
制
限
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
ウ
ー
ド
（
団
巳
①
ω
1
彼
に
つ
い
て
は
詳
し
い
経
歴
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
）
は
、
抵
当

　
権
「
構
想
」
が
包
括
抵
当
権
を
廃
止
し
た
と
し
て
、
抵
当
権
「
構
想
」
を
激
し
く
批
判
し
て
い
る
（
ミ
q
α
⊆
卜
o
Q
Q
昌
凶
く
O
ω
①
①
臨
く
・
）
。

（
8
3
）
　
な
お
、
「
特
定
」
の
問
題
と
は
無
関
係
な
の
で
あ
る
が
、
目
的
物
に
関
す
る
議
論
と
の
関
連
で
、
説
明
を
加
え
て
お
く
べ
き
こ
と
が
一
点
あ
る
。
レ

　
ア
ル
「
構
想
」
で
は
、
直
接
的
な
言
及
は
な
い
が
、
動
産
に
抵
当
権
を
設
定
で
き
な
い
こ
と
が
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
（
コ
ー
ド
・
シ
ビ
ル
に
至
る

　
ま
で
の
動
産
抵
当
権
排
除
の
歴
史
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
近
代
抵
当
論
に
お
け
る
『
目
的
物
拡
張
』
論
の
意
義
（
下
）
」
『
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
』
第

　
三
七
巻
第
一
号
（
一
九
九
六
年
）
三
〇
五
－
三
〇
八
頁
参
照
）
。
こ
の
点
が
、
ウ
ー
ド
に
よ
り
批
判
さ
れ
て
い
る
（
ミ
q
含
b
。
。
。
巳
8
ω
①
9
。
昌
ダ
）
。
曰
く
、

　
「
あ
る
個
人
が
他
人
に
対
し
て
義
務
を
負
っ
た
時
、
債
権
者
の
担
保
は
、
そ
の
性
質
及
び
所
在
を
問
う
こ
と
な
し
に
、
債
務
者
の
全
て
の
財
産
に
拡
張
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
動
産
に
対
す
る
抵
当
訴
権
は
、
弁
済
さ
れ
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
最
も
効
果
的
な
方
法
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
廃

　
止
さ
れ
た
時
に
は
、
動
産
し
か
有
さ
な
い
者
か
ら
、
全
て
の
信
用
を
奪
い
去
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
商
業
に
対
す
る
致
命
的
な
攻
撃
」
で
あ
る
。

（
8
4
）
　
妻
の
抵
当
権
の
登
記
の
必
要
性
と
抵
当
権
の
不
確
定
性
（
被
担
保
債
権
の
特
定
の
免
除
）
に
つ
い
て
レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
第
二
八
条
及
び
第
三
〇
条
、

　
未
成
年
、
禁
治
産
者
、
不
在
者
及
び
国
庫
の
そ
れ
ら
に
つ
い
て
レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
第
三
二
条
参
照
。
な
お
、
レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
に
お
い
て
は
合
意
型

　
の
抵
当
権
は
、
そ
の
目
的
物
を
登
記
が
行
わ
れ
た
郡
内
の
も
の
に
限
定
し
て
い
る
が
（
本
稿
註
（
6
7
）
c
参
照
）
、
い
わ
ゆ
る
法
定
抵
当
権
に
つ
い
て
は
、

　
そ
の
よ
う
な
制
限
を
設
け
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
登
記
に
よ
り
、
債
務
者
の
全
て
の
財
産
が
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
。

（
8
5
）
　
9
0
器
①
爵
く
①
暮
ρ
魯
．
9
、
●
鴇
戸
胡
・

（
8
6
）
　
建
除
を
「
第
三
取
得
者
に
よ
る
抵
当
権
の
抹
消
を
認
め
る
制
度
」
と
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
共
和
暦
三
年
法
も
源
除
制
度
を
有
し
て
い
た
と
言
わ

　
ざ
る
を
得
な
い
。
実
際
、
共
和
暦
三
年
法
第
一
〇
五
条
に
よ
り
、
第
三
取
得
者
は
「
奪
わ
れ
な
い
所
有
者
」
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
効
果
は
、
一
七

　
七
一
年
王
示
第
七
条
が
用
い
る
表
現
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
七
七
一
年
王
示
は
、
不
動
産
代
価
相
当
額
で
の
抵
当
権
抹
消
を
認
め
る
も
の
で
あ

　
り
、
瀞
除
を
、
こ
の
よ
う
な
制
度
（
つ
ま
り
、
被
担
保
債
権
額
以
下
で
の
抵
当
権
抹
消
を
承
認
す
る
制
度
）
と
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
共
和
暦
三
年
法
は
、
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払両旧 説

債
権
全
額
の
弁
済
を
第
三
取
得
者
に
義
務
づ
け
て
い
る
以
上
、
決
し
て
源
除
制
度
を
有
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
著
者
は
、
共
和
暦
三
年
法

が
瀞
除
制
度
を
備
え
て
い
な
か
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
。

（
8
7
）
　
o
b
即
9
一
一
魅
ミ
蔑
§
ご
斜
P
×
の

（
8
8
）
　
「
抵
当
権
の
公
示
と
［
抵
当
権
を
］
源
除
す
る
方
法
に
関
す
る
統
一
的
立
法
の
導
入
以
上
に
緊
急
な
も
の
は
、
も
は
や
存
在
し
な
い
」
（
菊
伽
葺
　
博
苓

、
ミ
譜
越
。
。
ミ
ミ
ご
§
燭
・
◎
。
齢
）
。

（
8
9
）
　
幻
＄
押
ミ
ミ
§
ミ
斜
P
×
．

（
9
0
）
　
ク
ラ
ス
ゥ
報
告
で
も
、
こ
の
「
構
想
」
の
特
徴
と
し
て
、
源
除
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
ρ
①
ω
ω
o
⊆
ρ
魯
．
ミ
噂
も
誌
’
）
。
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共
和
暦
三
年
法
の
修
正
点

　
レ
ア
ル
が
掲
げ
る
理
念
は
以
上
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
彼
は
、
自
ら
の
「
構
想
」
が
単
に
共
和
暦
三
年
法
を
単
純
化
し
た
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
に
対
す
る
批
判
を
踏
ま
え
、
適
切
な
修
正
も
行
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
で
は
、
共
和
暦
三
年
法
の
抵
当
制
度
は
、
ど
こ
に
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
レ
ア
ル
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
修
正
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
に
よ
れ
ぽ
、
修
正
点
は
一
五
点
。
実
際

に
は
、
前
記
の
「
構
想
」
理
念
と
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
重
要
と
思
わ
れ
る
点
を
見
て
い
こ
う
。

　
ω
　
共
和
暦
三
年
法
が
不
確
定
抵
当
権
を
全
面
的
に
廃
止
し
た
点
。
し
か
し
、
レ
ア
ル
は
前
記
の
示
達
（
未
成
年
、
禁
治
産
者
、
不
在
者

及
び
国
庫
）
に
対
し
て
は
、
そ
れ
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
一
般
的
な
利
益
が
、
こ
の
例
外
を
命
じ
て
い
る
」
か
ら

で
あ
る
。

　
＠
　
妻
に
つ
い
て
特
別
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
レ
ア
ル
「
構
想
」
に
お
い
て
は
、
妻
の
債
権
に
つ
い
て
、
特
別
な
優
遇
が
な

さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
妻
は
、
ひ
と
た
び
登
記
を
行
う
と
、
婚
姻
期
間
中
だ
け
で
な
く
、
そ
の
解
消
後
一
年
間
、
登
記
の
利
益
を
享



第一次総裁政府における抵当法「構想」（香山）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

受
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
0
9
　
共
和
暦
三
年
法
が
私
署
で
の
売
買
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
点
（
共
和
暦
三
年
法
第
一
〇
〇
条
参
照
）
。
し
か
し
、
こ
の
か
つ
て
の
慣

行
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
ω
　
共
和
暦
三
年
法
の
土
地
申
告
（
α
①
O
一
帥
噌
9
け
一
〇
口
　
｛
O
旨
O
一
α
『
①
）
。
共
和
暦
三
年
法
で
は
、
抵
当
証
券
発
行
（
共
和
暦
三
年
法
第
三
八
条
参

照
）
、
土
地
財
産
の
返
還
請
求
（
共
和
暦
三
年
法
第
九
三
条
参
照
）
、
土
地
所
有
権
移
転
（
共
和
暦
三
年
法
第
九
九
条
及
び
第
＝
五
条
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

照
）
の
場
合
に
は
、
土
地
申
告
が
事
前
に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
手
続
は
「
無
用
で
煩
わ
し
い
」
手
続
で
あ
る
の
で
、

今
後
は
、
強
制
的
所
有
権
移
転
と
証
券
発
行
の
場
合
の
み
に
限
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
今
後
は
土
地
売
買
の
た
め
に
土
地
申
告
は
要
求
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
㈱
　
共
和
暦
三
年
法
が
、
先
取
特
権
に
つ
い
て
の
言
及
を
一
切
欠
い
て
い
る
点
。
レ
ア
ル
は
、
建
築
職
人
は
、
自
ら
が
行
っ
た
建
築
物
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

対
し
て
、
先
取
特
権
を
有
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
登
記
の
是
非
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
囚
　
強
制
的
所
有
権
移
転
（
①
×
窟
。
嘆
夏
号
8
h
o
『
o
①
Φ
）
又
は
裁
判
上
の
競
売
（
＜
Φ
葺
①
ω
言
臼
息
巴
お
ω
）
の
手
続
が
複
雑
で
あ
る
こ
と
。

近
世
法
の
下
で
の
複
雑
な
強
制
執
行
手
続
は
、
共
和
暦
三
年
法
に
お
い
て
、
幾
分
か
は
改
良
さ
れ
て
い
る
。
し
か
七
な
が
ら
、
さ
ら
に
単
純

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

化
さ
れ
た
強
制
執
行
手
続
が
必
要
で
あ
り
、
「
構
想
」
は
、
そ
の
点
を
実
現
し
て
い
る
。

　
0
う
　
共
和
暦
三
年
法
が
当
年
分
（
一
①
8
『
日
⑦
o
o
二
日
耳
）
に
加
え
て
一
年
分
（
琶
①
碧
融
Φ
）
の
利
息
に
し
か
元
本
と
同
一
順
位
の
抵
当

権
を
付
与
し
て
い
な
い
点
（
共
和
暦
三
年
忌
第
一
四
条
参
照
）
。
レ
ア
ル
「
構
想
」
に
よ
れ
ば
、
抵
当
権
は
、
当
年
に
加
え
て
、
二
年
分
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

利
息
を
元
本
と
同
一
順
位
で
担
保
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
が
、
レ
ア
ル
に
よ
る
る
共
和
暦
三
年
法
批
判
と
、
そ
の
修
正
点
で
あ
る
。

レ
ア
ル
の
抵
当
権
「
構
想
」
は
以
上
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
分
析
は
後
で
行
う
と
し
て
、

次
に
抵
当
法
「
構
想
」
の
も
う
一
つ
の
支
柱
、
抵
当
証
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説
　
券
「
構
想
」
を
見
て
い
こ
う
。

論

（
9
1
）
　
雲
仙
鉾
ミ
ミ
§
、
ミ
も
や
く
厳
－
×
一
嘗
　
本
文
で
は
七
つ
の
修
正
点
を
採
り
上
げ
た
が
、
レ
ア
ル
は
、
そ
の
他
の
も
の
と
し
て
、
次
の
も
の
を
掲
げ

　
る
。
不
動
産
の
用
益
権
の
よ
う
な
見
な
し
不
動
産
（
噌
9
簿
ひ
ω
巨
ヨ
Φ
昏
一
①
ω
）
が
抵
当
権
の
客
体
と
な
る
こ
と
。
債
権
登
記
の
手
続
が
単
純
化
さ
れ
る
こ

と
。
土
地
役
務
（
ω
①
『
＜
一
〇
①
ω
　
眺
O
コ
6
一
①
噌
の
）
が
登
記
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
。
源
除
制
度
を
設
け
る
こ
と
。
新
立
法
施
行
に
伴
う
混
乱
を
緩
和
す
る
こ
と
。
外

国
で
締
結
さ
れ
た
抵
当
権
設
定
契
約
の
取
扱
。
抵
当
権
保
存
所
組
織
の
単
純
化
。
抵
当
権
保
存
吏
の
俸
給
の
削
減
。

（
9
2
）
　
レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
第
二
九
条
第
一
項
参
照
。

（
9
3
）
　
菊
曾
剛
矯
ミ
ミ
譜
§
導
℃
．
凶
×
●

（
9
4
）
　
共
和
暦
三
年
法
に
お
い
て
は
、
土
地
所
有
権
移
転
の
た
め
に
は
、
契
約
日
か
ら
一
ヶ
月
以
内
に
、
契
約
書
謄
本
の
送
達
（
旨
。
汁
墜
臼
）
及
び
寄
託

　
（
山
9
0
ω
興
）
が
必
要
と
さ
れ
た
（
共
和
暦
三
年
法
第
一
〇
五
条
参
照
）
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
所
有
権
移
転
の
効
力
要
件
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
所
有

権
自
体
は
引
渡
行
為
に
よ
り
移
転
す
る
（
9
0
毬
Φ
昌
9
。
く
①
暮
ρ
§
・
ミ
・
も
・
幽
b
。
●
）
。
レ
ア
ル
「
構
想
」
が
、
共
和
暦
三
年
法
の
基
本
構
造
そ
の
も
の
に
は
手

を
付
け
て
い
な
い
以
上
、
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
も
共
和
暦
三
年
法
の
立
場
を
踏
襲
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

（
9
5
）
　
レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
第
一
八
条
は
、
登
記
を
免
除
さ
れ
る
先
取
特
権
と
し
て
埋
葬
費
用
、
最
後
の
病
気
治
療
費
、
封
印
費
用
、
目
録
費
用
及
び
使
用

人
給
料
を
上
げ
て
お
り
、
職
人
の
先
取
特
権
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
。
な
お
、
共
和
暦
七
年
法
が
修
理
前
の
登
記
を
要
求
し
て
る
こ
と
に
つ
き
共
和
暦

七
年
法
第
＝
一
条
及
び
第
一
三
条
参
照
。

（
9
6
）
　
も
っ
と
も
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
、
一
切
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
9
7
）
　
勾
伽
巴
噂
ミ
ミ
譜
§
も
や
×
一
7
×
一
一
一
●
レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
第
一
四
条
参
照
。

（
9
8
）
　
第
五
章
第
2
節
・
第
3
節
参
照
。
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四
　
抵
当
証
券
「
構
想
」

1
　
序

払百冊

第一次総裁政府における抵当法「構想」（香山）

　
ω
　
共
和
暦
三
年
法
に
お
い
て
は
、
抵
当
証
券
制
度
と
抵
当
制
度
は
、
完
全
に
一
体
と
な
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
そ
の
特
殊
な
法
的
性
格
に

よ
り
、
後
者
は
前
者
に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
抵
当
証
券
制
度
と
抵
当
制
度
と
を
個
別
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ

ろ
が
、
レ
ア
ル
の
「
構
想
」
に
お
い
て
は
、
レ
ア
ル
自
身
が
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
二
つ
は
一
応
独
立
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、

こ
の
抵
当
法
「
構
想
」
が
共
和
暦
三
年
法
と
同
様
に
抵
当
証
券
制
度
を
そ
の
中
核
と
し
て
い
た
と
仮
定
す
る
と
、
そ
こ
で
の
抵
当
権
は
、
流

通
に
適
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
レ
ア
ル
「
構
想
」
は
、
登
記
か
ら
独
立
し
た
先
取
特
権
を
認
め
（
レ
ア
ル
抵
当
権
草

案
第
一
八
条
参
照
）
、
ま
た
登
記
に
は
従
属
さ
せ
た
と
は
い
え
数
多
く
の
「
不
確
定
抵
当
権
」
（
被
担
保
債
権
額
が
確
定
し
て
い
な
い
抵
当

権
）
を
承
認
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
、
レ
ア
ル
が
、
共
和
暦
三
年
法
を
基
礎
と
し
つ
つ
も
、
根
本
的
に
異
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

抵
当
制
度
を
「
構
想
」
し
た
こ
と
が
伺
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

　
し
か
し
な
が
ら
、
レ
ア
ル
に
よ
る
抵
当
法
「
構
想
」
の
抵
当
権
改
革
史
に
お
け
る
意
義
は
、
こ
の
点
に
見
い
だ
さ
れ
得
る
と
し
て
も
、
や

は
り
抵
当
法
「
構
想
」
全
体
の
特
色
は
そ
れ
が
抵
当
証
券
「
構
想
」
を
伴
っ
て
い
る
点
に
他
な
ら
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
レ
ア
ル
は
抵
当
証
券

を
欲
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
レ
ア
ル
の
抵
当
権
証
券
「
構
想
」
を
見
て
い
く
。

　
＠
　
不
幸
に
も
、
我
々
は
抵
当
証
券
「
構
想
」
を
前
提
と
し
た
法
文
自
体
を
有
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
レ
ア
ル
「
報
告
」
は
、
抵

当
証
券
制
度
の
利
点
を
述
べ
つ
つ
も
、
共
和
暦
三
年
の
抵
当
証
券
制
度
に
対
す
る
批
判
は
全
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
レ
ア
ル

に
よ
る
抵
当
証
券
「
構
想
」
は
、
共
和
暦
三
年
法
の
抵
当
証
券
規
定
部
分
を
簡
略
化
し
つ
つ
も
、
そ
の
基
本
構
造
に
手
は
加
え
て
い
な
い
と

推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
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歯偏

　
レ
ア
ル
の
「
報
告
」
の
中
心
は
、
抵
当
証
券
制
度
の
利
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
で
は
、
抵
当
証
券
制
度
の
利
点
は
、
何
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瓢
X
窺
）

レ
ア
ル
に
よ
れ
ば
、
抵
当
証
券
制
度
を
確
立
す
る
利
点
は
四
つ
、
正
貨
流
通
の
助
成
（
第
2
節
）
、
金
利
の
低
下
（
第
3
節
）
、
商
業
・
農
業

の
助
成
（
第
4
節
）
、
及
び
銀
行
の
設
立
（
第
5
節
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
で
き
る
限
り
レ
ア
ル
に
語
ら
せ
つ
つ
、
そ
れ
を
一
つ
ず
つ
見

て
い
こ
う
。
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（
9
9
）
　
第
五
章
第
3
節
＠
参
照
。

（
0
0
1
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
五
章
第
3
節
参
照
。

（
1
0
1
）
　
菊
＄
ど
ミ
、
§
N
9
ウ
×
≦
随
’

（
2
0
1
）
　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
レ
ア
ル
「
構
想
」
に
対
す
る
唯
一
の
ま
と
ま
っ
た
批
判
は
、
ジ
ュ
ル
ダ
ン
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ジ
ュ
ル
ダ
ン
の

抵
当
法
「
構
想
」
批
判
は
、
主
に
抵
当
証
券
「
構
想
」
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
は
、
彼
の
反
論
を
「
怒
り
狂
っ
た
」
も
の
と
表
現
し

　
て
い
る
（
ピ
①
｛
①
げ
く
『
ρ
魯
ミ
．
も
●
ド
ω
ρ
）
。
彼
の
批
判
は
、
大
き
く
二
点
。
第
一
に
、
（
銀
行
創
設
に
反
対
す
る
立
場
か
ら
、
）
抵
当
法
「
構
想
」
（
特
に
抵

当
証
券
「
構
想
」
）
が
「
銀
行
及
び
土
地
銀
行
を
認
め
る
先
駆
で
し
か
な
い
」
（
｝
o
霞
紆
戸
§
。
ミ
こ
冒
・
一
ご
と
言
う
点
。
第
二
に
、
こ
の
「
構
想
」
は

　
「
民
事
法
と
財
政
法
…
を
結
婚
さ
せ
る
と
い
う
不
愉
快
な
方
法
の
立
法
」
（
｝
o
ξ
量
p
§
ミ
こ
℃
’
膳
・
）
で
あ
り
、
抵
当
証
券
制
度
の
確
立
に
よ
る
新
し
い

　
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
創
造
又
は
ロ
ー
・
シ
ス
テ
ム
（
ロ
ー
・
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
佐
村
明
知
『
近
世
フ
ラ
ン
ス
財
政
・
金
融
史
研
究
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
五

年
）
参
合
目
の
復
活
の
試
み
に
他
な
ら
な
い
と
言
う
点
。
で
は
、
彼
に
言
わ
せ
れ
ば
、
な
ぜ
総
裁
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
ジ
ュ
ル
ダ
ン
は
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
（
冨
8
び
ぎ
ω
）
の
陰
謀
で
あ
る
と
す
る
。
曰
く
、
「
私
は
、
諸
君
の
真
の
敵
の
密
談
を
目
撃
し
て
し
ま
っ
た
。

　
…
彼
ら
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
　
『
フ
ラ
ン
ス
人
は
平
和
を
望
ん
で
い
る
。
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
平
和
の
た
め
の
戦
争
を
望
ん
で
い
る
。
し
か

　
し
反
対
に
、
我
々
は
戦
争
の
た
め
の
戦
争
を
、
混
乱
の
た
め
の
戦
争
を
、
民
衆
扇
動
の
宣
伝
熱
の
た
め
の
戦
争
を
、
我
々
が
憧
れ
る
支
配
の
た
め
の
戦
争

を
必
要
と
し
て
い
る
。
我
々
は
、
無
限
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
成
功
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
更
新
と
土
地
銀

行
…
で
あ
る
。
…
』
こ
れ
は
間
違
い
な
く
、
絶
え
ず
我
々
を
苦
し
め
る
過
激
派
の
言
葉
で
あ
る
」
（
冒
霞
α
9
。
p
愚
．
ミ
．
も
．
に
・
）
。
ジ
ュ
ル
ダ
ン
は
、
結
局
、

　
こ
の
「
構
想
」
が
民
事
法
に
純
化
さ
れ
る
こ
と
、
将
来
の
コ
ー
ド
・
シ
ビ
ル
の
制
定
時
ま
で
議
論
が
延
期
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
、
ひ
と
た
び
「
構
想
」

を
法
律
分
類
委
員
会
（
一
①
O
O
b
P
目
P
一
ω
ω
陶
O
昌
創
Φ
一
襲
O
一
鋤
ω
ω
一
暁
凶
O
鋤
寺
口
O
〔
P
畠
①
ω
一
〇
一
ω
）
に
送
付
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（
｝
o
雲
量
P
愚
・
ミ
・
も
・
嵩
．
）
（
な
お
、
法

律
分
類
委
員
会
へ
の
送
付
に
関
し
て
は
、
ジ
ュ
ル
ダ
ン
の
発
言
の
直
後
に
、
レ
ア
ル
と
ウ
サ
ン
（
芝
。
¢
沼
象
一
彼
に
つ
い
て
は
詳
し
い
経
歴
を
知
る
こ

　
と
が
で
き
な
か
っ
た
）
に
よ
り
激
し
い
批
判
が
な
さ
れ
る
（
ミ
q
曾
嶺
三
く
O
ω
①
塁
く
●
）
。
彼
ら
に
よ
り
、
審
議
の
続
行
が
要
求
さ
れ
、
実
際
、
審
議
は



続
行
さ
れ
る
）
。

2
　
正
貨
流
通
助
成

第一次総裁政府における抵当法「構想」（香山）

　
ω
　
抵
当
証
券
制
度
を
導
入
す
る
第
一
の
利
点
は
、
そ
れ
が
正
貨
を
流
通
に
連
れ
戻
し
、
そ
れ
と
同
時
に
正
貨
を
補
う
役
目
を
有
し
て
い

　
　
　
　
　
（
塑

る
こ
と
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
レ
ア
ル
に
よ
れ
ば
、
一
七
八
九
年
の
段
階
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
で
流
通
状
態
に
あ
っ
た
正
貨
は
、
二
五
億
リ
ー
ブ
ル
で
あ
っ
た
が
、
革
命

の
進
行
に
よ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
現
在
の
農
業
と
商
業
の
麻
痺
状
態
は
、
ま
さ
に
こ
の
正
貨
の
欠
乏
に
他
な
ら
な

い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
正
貨
不
足
こ
そ
が
、
暴
利
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
こ
と
を
収
拾
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
の
か
。
紙
幣
、
つ
ま
り
は
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
及
び
土
地
手
形
の
方
法
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

る
が
、
こ
れ
は
「
悲
し
い
経
験
」
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
が
模
索
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
さ
に
、
そ
れ
こ

そ
が
「
抵
当
証
券
」
に
他
な
ら
な
い
。

　
＠
　
し
か
し
、
抵
当
証
券
も
、
こ
れ
ま
で
の
紙
幣
と
同
じ
運
命
を
辿
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
レ
ア
ル
は
楽

観
的
で
あ
る
。

　
「
抵
当
証
券
は
、
紙
幣
が
有
す
る
不
都
合
を
何
ら
有
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
全
て
の
利
点
だ
け
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
有
し
て
い
る
。
こ
れ
は
政
府
に
よ
り

多
量
に
発
行
さ
れ
る
紙
幣
で
は
な
い
。
…
こ
れ
は
、
所
有
者
に
よ
り
流
通
に
付
さ
れ
、
か
つ
、
特
別
で
変
質
し
な
い
担
保
に
基
づ
い
て
確
立
さ
れ
た
債
務
だ

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
抵
当
証
券
の
非
常
に
貴
重
な
利
点
の
一
つ
は
、
流
通
に
付
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
そ
の
量
が
、
決
し
て
商
業
の
現
実
的
需
要
を
超
過
し
得

70　（1　●35）　35



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
痂
）

説
　
　
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
流
通
証
券
の
量
は
、
役
務
の
需
要
と
と
も
に
、
そ
れ
自
身
で
平
均
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
」

論　
　
　
こ
の
よ
う
に
抵
当
証
券
は
、
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
と
は
異
な
り
過
剰
供
給
さ
れ
る
恐
れ
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
紙
屑
同
然
に
な
る
恐
れ

　
　
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
そ
の
結
果
、
抵
当
証
券
は
、
通
貨
の
代
わ
り
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
結
果
は
何
か
。
レ
ア
ル
曰
く
。

　
　
　
　
「
金
銭
は
金
銭
を
引
き
つ
け
る
。
通
貨
（
Φ
ω
O
①
O
①
ω
）
の
流
通
を
復
活
さ
せ
る
秘
密
は
、
こ
の
格
言
の
中
に
あ
る
。
ひ
と
た
び
出
て
い
っ
た
金
銭
を
取
り
戻

　
　
　
す
た
め
に
は
、
商
業
を
生
き
返
ら
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
仕
舞
い
込
ま
れ
た
金
銭
を
再
び
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
信
用
を
呼
び
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
［
抵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
1
）

　
　
　
当
］
証
券
は
、
こ
の
…
目
的
を
、
…
最
も
実
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
金
銭
は
金
銭
を
引
き
つ
け
る
。
つ
ま
り
抵
当
証
券
は
、
正
貨
を
市
場
に
連
れ
戻
す
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
（
3
0
1
）
　
肉
窪
卸
ミ
ミ
§
§
矯
づ
℃
●
×
謀
一
－
×
ジ
層

　
　
　
（
0
4
1
）
　
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
に
よ
れ
ば
二
〇
億
リ
ー
ブ
ル
の
正
貨
が
一
七
八
九
年
当
時
流
通
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
ピ
臥
Φ
び
く
「
ρ
§
・
ミ
．
も
6
一
一
。
。
．
）
。

　
　
　
（
5
0
1
）
　
菊
9
押
ミ
鴨
§
登
斜
℃
．
×
〈
凱
一
・

　
　
　
（
6
0
1
）
　
幻
9
炉
寒
、
魯
N
鼠
℃
曾
×
≦
一
一
．

　
　
　
（
7
0
1
〉
　
菊
＄
一
糟
ミ
、
魯
、
9
宕
●
×
＜
㌣
×
≦
一
一
．
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3
　
金
利
低
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ω
　
抵
当
証
券
の
第
二
の
利
点
は
、
そ
れ
が
金
利
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
現
在
の
暴
利
の
横
行
は
、
正
貨
不
足
と
債
務
償
還
の
不

確
実
性
に
よ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
抵
当
証
券
は
、
こ
の
「
一
つ
の
原
因
を
同
時
に
解
消
し
、
そ
の
結
果
、
利
息
は
低
下
す
る
。

で
は
、
抵
当
証
券
は
、
な
ぜ
こ
の
二
つ
の
原
因
を
取
り
除
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
＠
　
ま
ず
、
正
貨
不
足
を
解
消
す
る
点
に
つ
い
て
、
レ
ア
ル
曰
く
。

　
「
抵
当
証
券
は
、
商
業
に
お
い
て
は
為
替
手
形
の
役
割
を
果
た
す
の
で
、
重
要
な
取
引
の
全
て
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
塑

か
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
抵
当
証
券
は
、
正
貨
流
通
量
を
必
然
的
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
」

金
銭
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
は
、
明
ら

第一次総裁政府における抵当法「構想」（香山）

09

@
債
務
償
還
の
不
確
実
性
を
解
消
す
る
点
に
つ
い
て
、
曰
く
。

　
「
抵
当
証
券
は
執
行
力
を
有
す
る
と
い
う
利
点
を
有
し
、
か
つ
貸
手
の
支
払
能
力
の
確
認
を
も
た
ら
す
と
い
う
利
点
を
有
す
る
の
で
、
そ
れ
は
貸
手
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

し
て
よ
り
確
実
な
保
証
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
為
替
手
形
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
償
還
の
確
実
性
に
他
な
ら
な
い
。
」

　
さ
ら
に
レ
ア
ル
は
、
抵
当
証
券
制
度
は
、
通
常
の
抵
当
権
以
上
に
債
務
償
還
を
確
実
に
担
保
す
る
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、
抵
当
権
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

「
物
だ
け
を
担
保
の
目
的
と
す
る
が
、
抵
当
証
券
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
抵
当
権
保
存
吏
の
保
証
に
よ
り
担
保
さ
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
抵
当
権
で
あ
れ
ば
不
動
産
の
価
値
全
体
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
不
動
産
の
価
値
が
低
下
し
た
場
合
に
は
、
抵
当
権
者
は

債
権
全
額
の
回
収
が
で
き
な
い
恐
れ
も
あ
る
。
し
か
し
、
「
抵
当
証
券
は
常
に
［
不
動
産
価
値
の
］
四
分
の
一
は
抵
当
権
の
目
的
と
す
る
こ
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説
　
と
が
で
き
な
い
」
、
言
い
換
え
る
と
不
動
産
価
値
の
四
分
の
三
を
限
度
と
し
て
し
か
抵
当
証
券
の
発
行
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

論
　
の
価
値
が
低
下
し
た
場
合
で
さ
え
も
、
確
実
に
債
務
を
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
利
点
を
有
し
て
い
る
。

（
8
0
1
）
　
幻
9
斜
ミ
ミ
§
N
鼠
P
×
凶
×
●

（
9
0
1
）
　
菊
窪
押
ミ
ミ
§
ミ
斜
℃
．
×
一
×
・

（
0
1
1
）
　
即
鼠
一
博
ミ
ミ
魯
ミ
斜
b
．
×
一
×
．

（
m
）
　
幻
＄
押
ミ
§
譜
、
9
b
．
×
＜
い

（
2
1
1
）
　
勾
＄
押
ミ
ミ
譜
N
g
P
×
＜
い

（
3
1
1
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
共
和
暦
三
年
法
と
同
一
の
理
論
を
採
用
し
て
い
る

照
）
。
共
和
暦
三
年
法
第
三
六
条
及
び
第
八
○
条
参
照
。
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不
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産

38

（
共
和
暦
三
年
法
の
理
論
に
つ
い
て
は
O
鋤
N
Φ
轟
く
①
簿
ρ
魯
．
ミ
¢
℃
・
。
。
ω
参

4

商
業
・
農
業
助
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
1
）

　
ω
　
抵
当
証
券
の
第
三
の
利
点
は
、
そ
れ
が
商
業
と
農
業
の
発
展
を
助
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
現
在
に
お
け
る
商
業
と
農
業
の
衰
退
は
、

正
貨
不
足
に
起
因
す
る
暴
利
の
結
果
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
抵
当
証
券
の
導
入
に
よ
り
正
貨
不
足
が
解
消
さ
れ
る
以
上
、
も
は
や

商
業
と
農
業
の
発
展
へ
の
足
枷
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
レ
ア
ル
は
さ
ら
に
詳
し
く
検
証
を
行
う
。

　
＠
　
抵
当
証
券
制
度
に
よ
り
商
業
が
発
展
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
商
業
の
発
展
の
た
め
に
は
、
良
い
物
を
安
価
で
購
入
す
る
こ
と
が
要
求
さ

れ
、
こ
の
た
め
に
は
、
確
実
な
支
払
手
段
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
支
払
手
段
こ
そ
が
抵
当
証
券
な
の
で
あ
る
。
特
に
、
フ
ラ
ン
ス

人
が
こ
の
手
段
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
国
際
取
引
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
他
国
の
商
人
よ
り
も
優
位
な
立
場
で
取
引
を
行
う
こ
と
が



で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、

ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

外
国
商
人
は
支
払
手
段
と
し
て
為
替
手
形
を
用
い
る
た
め
に
、
そ
れ
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
危
険
を
負
わ

　
「
こ
ん
な
わ
け
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
商
人
は
抵
当
証
券
の
堅
固
性
と
そ
れ
を
割
り
引
く
能
力
に
よ
り
、

得
す
る
こ
と
に
な
る
。
よ
り
確
実
な
支
払
を
提
供
し
た
取
得
者
が
、
全
て
の
売
主
に
よ
り
優
先
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

…
そ
の
結
果
、
商
業
収
支
は
マ
イ
ナ
ス
か
ら
プ
ラ
ス
に
転
じ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
全
て
の
取
引
に
お
い
て
優
越
性
を
獲

よ
り
安
く
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

第一次総裁政府における抵当法「構想」（香山）

　
の
　
で
は
抵
当
証
券
制
度
に
よ
り
農
業
が
発
展
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
農
民
は
革
命
の
諸
事
件
に
よ
り
荒
廃
し
た
土
地
の
改
良
の
た
め
に
、

そ
の
資
金
を
必
要
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
農
民
は
「
畑
の
中
で
無
知
な
存
在
で
あ
り
、
か
つ
資
産
家
が
住
む
、
人
で
溢
れ
た
市
町
村
か
ら
遠

　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

ざ
け
ら
れ
た
た
め
に
」
、
自
ら
の
支
払
能
力
を
示
し
て
、
資
金
提
供
者
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
高
利
貸
し
に
よ
る
搾

取
の
対
象
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
抵
当
証
券
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
農
民
は
遠
く
に
住
む
資
産
家
に
、
容
易
に
自
己
の
支
払
能

力
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
高
利
貸
し
か
ら
金
員
を
借
り
ず
に
済
む
よ
う
に
な
る
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。

　
レ
ア
ル
は
、
こ
の
制
度
を
最
も
必
要
と
し
て
い
る
の
は
ヴ
ァ
ン
デ
（
＜
Φ
昌
α
①
①
）
県
で
あ
る
と
い
う
。

　
「
昔
は
肥
沃
で
あ
っ
た
こ
の
地
方
は
、
五
年
間
の
内
乱
に
よ
り
荒
廃
し
、
炎
と
鉄
に
よ
り
廃
嘘
と
さ
れ
た
た
め
に
、
い
ま
で
は
、
も
は
や
廃
嘘
と
灰
し
か

残
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
…
焼
き
払
わ
れ
た
農
地
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
復
興
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
収
益
に
必
要
な
家
畜
と
農
具
は
、
・
い
か
な
る
手

段
に
よ
り
入
手
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
…
彼
ら
に
と
っ
て
効
果
的
な
救
済
は
一
つ
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
動
産
の
自
由
な
価
値
を
証
券
化
さ
せ
る

こ
と
、
こ
の
証
券
を
裕
福
な
遠
く
の
都
市
に
普
及
さ
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
荒
廃
し
た
土
地
を
復
興
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
を
入
手
さ
せ
る
こ
と
に
他

　
　
　
（
m
）

な
ら
な
い
。
」
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説
　
　
ま
た
、
抵
当
証
券
制
度
は
植
民
地
再
生
の
た
め
に
も
不
可
欠
で
あ
る
。
植
民
地
は
戦
争
と
革
命
に
よ
り
多
く
の
被
害
を
被
っ
た
。
そ
の
再
　
4
0

論
　
生
の
た
め
に
は
本
国
の
資
本
が
必
要
で
あ
り
、
抵
当
証
券
制
度
こ
そ
が
、
本
国
の
資
本
を
植
民
地
に
向
け
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
似

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

　
　
　
　
「
抵
当
証
券
は
、
植
民
地
と
本
国
と
を
分
か
つ
海
の
隔
た
り
を
乗
り
越
え
る
で
あ
ろ
う
。
抵
当
証
券
は
、
植
民
者
の
支
払
能
力
を
覆
う
雲
を
消
滅
さ
せ
な

　
　
　
が
ら
、
我
々
の
港
に
お
い
て
、
資
本
家
の
信
頼
を
温
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
抵
当
証
券
は
、
植
民
地
の
産
業
と
野
心
を
生
き
返
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
…

　
　
　
［
実
際
、
］
植
民
地
の
住
民
の
資
産
及
び
所
有
権
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
確
認
及
び
認
識
の
難
し
さ
は
、
植
民
地
の
商
業
の
障
害
物
と
な
っ
て
い
る
。
［
し
た
が
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
粥
｝

　
　
　
て
、
］
植
民
地
が
証
券
的
信
用
か
ら
得
る
貴
重
な
利
益
が
強
く
確
信
さ
れ
る
…
。
」

118　117　116　　115　　114
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ミ
殊
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O
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×
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菊
9
一
”
ミ
ミ
魯
、
9
℃
●
×
×
●

勾
9
㌍
ミ
、
§
智
斜
掌
×
×
一
．

即
9
押
ミ
味
§
N
旦
づ
や
×
×
一
－
×
×
一
一
●

5
　
銀
行
設
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
互
）

　
ω
　
抵
当
証
券
制
度
の
第
四
の
利
点
は
、
そ
の
導
入
に
よ
り
土
地
銀
行
が
自
発
的
に
設
立
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
で
見
た
よ
う
に
、
抵
当
証
券
制
度
は
個
人
的
信
用
（
o
鼠
α
津
℃
鋤
三
〇
巳
凶
Φ
『
）
を
高
め
る
こ
と
に
役
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
個
人
的

信
用
は
公
的
信
用
（
o
み
α
津
薯
霞
。
）
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
り
公
的
信
用
自
体
が
高
ま
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、



そ
の
結
果
は
何
か
。
そ
れ
は
土
地
銀
行
（
げ
讐
ρ
⊆
①
ω
9
三
8
ユ
巴
①
ω
）
の
設
立
に
他
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
銀
行
は
「
抵
当
証
券
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

つ
く
投
資
の
中
に
、
安
全
と
同
時
に
利
益
を
見
い
だ
す
か
ら
で
あ
る
〔
傍
点
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
ー
訳
者
註
〕
」
。

　
も
っ
と
も
、
抵
当
証
券
実
行
の
た
め
の
裁
判
上
の
競
売
手
続
に
要
す
る
時
間
が
、
銀
行
に
よ
る
抵
当
証
券
の
利
用
を
妨
げ
る
恐
れ
が
あ
る

と
の
批
判
が
提
示
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
心
配
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
抵
当
法
「
構
想
」
に
よ
る
強
制
的
所
有
権
移
転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
撚
）

は
、
六
〇
日
で
全
て
が
終
了
す
る
、
つ
ま
り
さ
ほ
ど
時
間
を
要
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
＠
　
こ
の
よ
う
に
抵
当
証
券
制
度
の
確
立
は
銀
行
設
立
を
促
す
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
銀
行
設
立
は
抵
当
証
券
を
よ
り
確
実
な
も
の
と
す

る
。

第一次総裁政府における抵当法「構想」（香山）

　
「
抵
当
証
券
は
、
銀
行
の
介
入
に
よ
り
、
為
替
手
形
に
は
欠
け
て
い
た
性
質
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
抵
当
証
券
は
為
替
手
形
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り
も
優
れ
た
も
の
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
弁
済
期
に
償
還
さ
れ
る
と
言
う
性
質
に
他
な
ら
な
い
。
こ
ん
な
わ
け
で
、
抵
当
証
券
は
、
為
替
手
形
と
同

様
の
利
便
性
、
よ
り
確
実
な
担
保
保
証
、
弁
済
期
に
お
け
る
支
払
の
確
実
性
と
い
う
性
質
を
備
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
抵
当
証
券
は
、
不
確
実

●
　
●
　
●
　
●
　
・
　
●
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
麗
）

な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
〔
傍
点
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
ー
訳
者
註
〕
。
」

の
　
銀
行
は
、
抵
当
証
券
制
度
の
確
立
に
よ
り
自
発
的
に
設
立
さ
れ
る
の
で
、
そ
こ
に
政
府
が
介
入
す
る
必
要
は
な
い
。
レ
ア
ル
は
、
こ

の
点
を
強
調
す
る
。

　
　
「
そ
の
よ
う
な
銀
行
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
、
政
府
は
何
ら
の
努
力
も
行
う
必
要
が
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
銀
行
は
、
投
資
の
安
全
と
利
益
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
）

　
よ
り
、
当
然
か
つ
そ
れ
自
身
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
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説
　
　
銀
行
の
設
立
が
、
国
家
に
と
っ
て
も
好
都
合
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

論
　
る
と
言
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
曰
く
。

で
は
、
レ
ア
ル
は
具
体
的
に
、
ど
の
よ
う
な
利
益
が
あ

70　（1　。42）　42

「
そ
こ
か
ら
政
府
が
引
き
出
し
得
る
直
接
的
な
利
益
に
関
し
て
は
、
政
府
が
必
要
と
す
る
通
貨
の
源
を
見
い
だ
す
と
言
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
ん
な

わ
け
で
、
例
え
ば
、
国
有
財
産
の
代
価
の
最
後
の
四
分
の
一
の
支
払
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捌
）

と
が
容
易
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
」

こ
れ
ら
の
銀
行
の
介
入
に
よ
り
、
ど
れ
だ
け
国
庫
へ
の
入
金
を
早
め
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
1
）

　
以
上
が
、
レ
ア
ル
の
掲
げ
る
抵
当
証
券
制
度
導
入
の
利
点
で
あ
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
レ
ア
ル
の
抵
当
権
「
構
想
」
自
体
は
、
抵
当
証
券

「
構
想
」
か
ら
分
離
さ
れ
る
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
や
は
り
、
抵
当
法
「
構
想
」
全
体
の
中
心
は
、
抵
当
証
券
制
度

に
他
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ぼ
、
抵
当
権
「
構
想
」
も
、
抵
当
証
券
「
構
想
」
か
ら
独
立
し
た
存
在
で
は
な
く
、
前
者
は
常
に
後
者
の
影
響
に

曝
さ
れ
続
け
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
以
上
を
も
と
に
レ
ア
ル
に
よ
る
抵
当
法
「
構
想
」
の
意
義
を
検
討
し
て
い
こ
う
。
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五
　
検
討
－
抵
当
法
「
構
想
」
の
意
義
1

　
こ
こ
ま
で
で
本
稿
は
、
レ
ア
ル
に
よ
る
抵
当
法
「
構
想
」
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
そ
の
内
容
を
概
観
し
て
き
た
。
で
は
、
こ
の

「
構
想
」
は
、
第
一
次
総
裁
政
府
に
お
い
て
、
い
か
な
る
意
義
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
第
1
節
）
。
ま
た
、
こ
の
抵
当
法
「
構
想
」

は
、
一
八
〇
四
年
抵
当
法
へ
と
繋
が
る
抵
当
権
改
革
史
に
お
い
て
、
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
第
2
節
・
第
3
節
）
。
以

下
、
．
こ
れ
ら
の
点
を
検
討
し
て
い
こ
う
。

第一次総裁政府における抵当法「構想」（香山）

1
・
第
一
次
総
裁
政
府
に
お
け
る
抵
当
法
「
構
想
」
の
意
義

　
ω
　
総
裁
政
府
は
、
一
七
九
六
年
一
一
月
末
か
ら
一
二
月
初
旬
に
開
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
秘
密
委
員
会
（
正
確
な
日
程
は
明
ら
か
で
な

い
）
に
お
い
て
、
抵
当
証
券
の
発
行
を
決
定
す
る
。
レ
ア
ル
「
構
想
」
は
、
こ
の
決
定
の
直
後
に
五
百
人
会
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

め
に
、
本
稿
は
、
こ
の
「
構
想
」
が
、
総
裁
政
府
の
財
政
政
策
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
を
行
っ
た
。
で
は
、

我
々
に
示
さ
れ
た
レ
ア
ル
の
言
説
は
、
こ
の
推
測
を
確
固
た
る
も
の
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
総
裁
政
府
が
抵
当
証
券
の
発
行
を
必
要
と
し
た
の
は
、
正
貨
も
紙
幣
も
な
い
状
態
で
の
国
有
財
産
購
入
代
価
の
支
払
い
方
法
を
欲
し
て
い

た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
レ
ア
ル
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
明
確
に
政
府
の
要
望
に
応
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
レ
ア
ル
に
よ
れ
ば
、
抵
当
証

券
は
、
そ
れ
自
体
が
有
用
な
支
払
手
段
と
な
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
必
ず
正
貨
を
市
場
に
連
れ
戻
す
の
で
あ
る
。
ま
た
、
政
府
は
、
そ
の
発
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足
当
初
か
ら
銀
行
設
立
を
切
に
願
っ
て
い
た
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
抵
当
証
券
は
、
こ
の
政
府
の
願
望
に
も
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、

こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
政
府
主
導
で
は
な
く
、
自
発
的
に
。
そ
の
結
果
、
政
府
は
国
有
財
産
売
却
に
よ
り
十
分
な
通
貨
を
受
け
取
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に
、
レ
ア
ル
の
抵
当
法
「
構
想
」
は
、
共
和
暦
五
年
に
お
け
る
政
府
の
要
望
す
べ
て
を
満
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、

こ
の
「
構
想
」
は
、
共
和
暦
三
年
法
を
基
礎
と
し
た
抵
当
権
改
革
と
い
う
意
味
を
超
え
、
総
裁
政
府
の
財
政
政
策
と
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
レ
ア
ル
自
身
も
、
こ
の
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
曰
く
。
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「
我
々
の
財
政
を
修
復
す
る
方
法
…
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
れ
は
証
券
的
信
用
の
導
入
に
他
な
ら
な
い
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ

　
ま
た
、
批
判
者
ジ
ュ
ル
ダ
ン
も
、
こ
の
「
構
想
」
が
財
政
法
に
属
す
る
こ
と
を
明
確
に
意
識
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
が
、
そ
の
こ
と
は
「
全
く
明
確
で
は
な
い
」
と
留
保
し
つ
つ
も
、
本
稿
と
同
様
の
推
測
を
行
っ
て
い
る
。

　
＠
　
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
こ
の
抵
当
法
「
構
想
」
が
専
ら
総
裁
政
府
主
導
で
作
成
さ
れ
た
財
政
法
と
考
え
た
と
き
に
は
、
こ
の
「
構

想
」
の
評
価
を
見
誤
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
レ
ア
ル
の
抵
当
法
「
構
想
」
の
素
描
が
、
総
裁

政
府
の
抵
当
証
券
発
行
決
定
以
前
の
、
一
七
九
六
年
九
月
の
段
階
で
成
立
し
て
い
た
以
上
、
一
方
で
は
総
裁
政
府
の
思
惑
と
密
接
に
関
係
し

つ
つ
も
、
他
方
で
は
、
そ
れ
と
は
独
立
し
た
形
で
の
抵
当
権
改
革
と
い
う
目
的
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
後
述
す
る

よ
う
に
、
こ
の
抵
当
法
「
構
想
」
、
特
に
抵
当
権
「
構
想
」
は
、
共
和
暦
七
年
法
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
る
が
、
仮
に
、
こ
の
「
構

想
」
が
総
裁
政
府
の
財
政
政
策
の
一
環
に
過
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
が
将
来
の
抵
当
法
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
や
は
り
、
こ
の
「
構
想
」
が
、
そ
れ
と
は
一
線
を
画
し
て
い
た
側
面
を
有
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
将
来
の
起
草
者
は
、
そ
れ
を
参

考
に
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
実
際
、
仮
に
こ
の
「
構
想
」
が
総
裁
政
府
の
財
政
政
策
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
た
場
合
に
は
、
レ
ア
ル
の
抵
当
権
「
構
想
」
は
、
十



第一次総裁政府における抵当法「構想」（香山）

分
に
理
解
さ
れ
得
な
い
部
分
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
抵
当
証
券
を
流
通
さ
せ
る
た
め
に
は
、
共
和
暦
三
年
法
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
登

記
か
ら
独
立
し
た
先
取
特
権
、
被
担
保
債
権
の
特
定
し
て
い
な
い
抵
当
権
、
さ
ら
に
は
源
除
制
度
は
、
そ
れ
に
対
す
る
障
害
と
し
て
廃
止
さ

れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
が
、
レ
ア
ル
は
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
を
も
自
ら
の
抵
当
権
「
構
想
」
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
レ
ア
ル
の
「
構
想
」
が
総
裁
政
府
の
抵
当
証
券
計
画
と
一
線
を
画
し
て
い
た
と
い
う
推
測
を
、
よ
り
確
固
た
る
も
の
と
す
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
の
　
で
は
、
こ
の
「
構
想
」
は
、
な
ぜ
結
実
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
有
財
産
売
却
の
要
請
が
強
か
っ
た
以
上
、
こ
の
「
構
想
」
、

特
に
抵
当
証
券
「
構
想
」
は
十
分
に
成
立
の
余
地
は
あ
っ
た
。
実
際
、
こ
の
「
構
想
」
の
不
成
立
に
よ
り
総
裁
政
府
は
ほ
と
ん
ど
無
価
値
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

紙
幣
代
替
物
で
そ
の
支
払
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
正
確
な
理
由
は
不
明
と
し
て
も
、
ジ
ュ
ル
ダ
ン
の
批
判
は
、
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

目
に
値
す
る
。
も
っ
と
も
、
プ
リ
ュ
ク
チ
ド
ル
一
八
日
を
目
前
と
し
た
時
期
に
お
け
る
、
議
会
と
総
裁
政
府
の
対
立
、
議
会
内
に
お
け
る
共

和
派
と
王
党
派
の
対
立
を
考
慮
に
入
れ
た
場
合
、
王
党
派
と
目
さ
れ
る
彼
の
発
言
は
、
い
く
ぶ
ん
か
割
り
引
い
て
聞
き
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
彼
の
言
説
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。

　
「
こ
の
よ
う
な
抵
当
法
典
は
、
大
土
地
銀
行
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
絶
対
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
容

易
に
推
測
さ
れ
る
。
…
で
は
、
こ
の
銀
行
の
指
揮
は
、
誰
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
抵
当
証
券
は
任
意
な
も
の
な
の
か
、
は
た
ま
た
強
制
的
な
も
の

な
の
か
。
そ
れ
は
、
あ
る
日
、
紙
幣
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
家
の
債
務
が
証
券
に
代
わ
る
恐
れ
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

す
べ
て
の
証
券
が
、
つ
い
に
は
寄
洲
の
よ
う
に
、
国
家
債
務
の
周
り
に
集
ま
っ
て
く
る
恐
れ
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
」

彼
は
要
す
る
に
一
方
で
銀
行
設
立
計
画
自
体
に
反
対
し
、
他
方
で
抵
当
証
券
の
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
化
を
恐
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
銀
行
計
画
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
て
は
、
そ
れ
が
左
派
の
支
持
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
既
に
見
た
が
、
そ
れ
に
加
え
て
右
派
か
ら
の
反
対
。
こ
の
「
構
想
」
が
銀
行
計
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画
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
レ
ア
ル
自
身
が
認
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
「
構
想
」

は
法
典
化
に
至
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
の
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
化
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
レ
ア
ル
自
身
も
、
こ
の
よ
う
な
批

判
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
十
分
に
承
知
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
恐
れ
が
な
い
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
説
明
し
て
い
た
の
で
あ

ハ
ゆ
ね

る
。
し
か
し
、
相
次
ぐ
紙
幣
計
画
（
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
及
び
土
地
手
形
）
の
失
敗
の
経
験
が
、
こ
の
新
紙
幣
（
抵
当
証
券
）
の
創
設
を
妨
げ
た
と

考
え
る
こ
と
は
、
無
理
な
推
測
で
は
あ
る
ま
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
批
判
は
、
い
ず
れ
も
抵
当
証
券
「
構
想
」
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
レ
ア
ル
は
、
こ
れ
ら
の
批
判

を
回
避
す
る
た
め
に
、
（
後
述
の
よ
う
に
）
抵
当
権
「
構
想
」
と
抵
当
証
券
「
構
想
」
の
分
離
を
主
張
し
て
、
前
者
だ
け
の
議
会
通
過
を
試

　
　
　
　
　
　
め
　

み
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
総
裁
政
府
は
抵
当
権
規
定
よ
り
も
抵
当
証
券
を
欲
し
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
抵
当
証
券
「
構
想
」
に
対
す
る
こ

の
よ
う
な
レ
ア
ル
の
熱
意
の
な
さ
が
、
こ
の
「
構
想
」
全
体
を
葬
ら
せ
る
原
因
の
一
つ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
⇔
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
レ
ア
ル
に
よ
る
抵
当
法
「
構
想
」
は
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
自
身
も
、
少
し
後
に
議
会
を
去

る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
の
抵
当
法
史
に
お
い
て
、
彼
の
名
を
見
る
こ
と
は
な
い
。
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1
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
章
第
3
節
㈲
参
照
。
特
に
註
（
幽
）
参
照
。

2

抵
当
法
「
構
想
」
に
見
る
共
和
暦
三
年
法
の
影
響

第一次総裁政府における抵当法「構想」（香山）

　
ω
　
で
は
、
抵
当
権
改
革
史
に
お
い
て
、
こ
の
抵
当
法
「
構
想
」
は
、
い
か
な
る
意
義
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
直
後
に
検
討
す

る
よ
う
に
、
レ
ア
ル
は
共
和
暦
三
年
法
に
多
く
の
修
正
を
加
え
て
お
り
、
そ
の
中
の
い
く
つ
か
は
将
来
の
抵
当
法
典
（
共
和
暦
七
年
法
）
に

受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
実
際
に
は
、
多
く
の
点
で
共
和
暦
三
年
忌
の
理
論
を
踏
襲
し
て
い
る
点
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な

い
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
点
で
共
和
暦
三
年
法
を
受
け
継
い
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
＠
　
何
よ
り
も
ま
ず
、
こ
の
抵
当
法
「
構
想
」
が
抵
当
証
券
制
度
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
共
和

暦
三
年
法
に
お
い
て
は
抵
当
制
度
と
証
券
制
度
は
極
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
が
、
後
述
の
よ
う
に
，
レ
ア
ル
「
構
想
」
で
は
、
そ
の
関

係
は
希
薄
化
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
「
構
想
」
が
抵
当
証
券
制
度
を
中
核
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
否
定
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
0
9
　
土
地
申
告
の
適
用
領
域
は
、
共
和
暦
三
年
法
と
比
較
し
て
、
か
な
り
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
土
地
申
告
制
度

自
体
を
存
続
さ
せ
て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
共
和
暦
三
年
法
に
お
い
て
は
、
土
地
所
有
権
移
転
は
「
引
渡
行
為
」
に
よ
り
生
じ
る
と
い
う
構
造
を
前
提
と

し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
レ
ア
ル
「
構
想
」
は
何
ら
の
修
正
も
加
え
て
い
な
い
。

　
⇔
　
共
和
暦
三
年
法
は
、
被
担
保
債
権
の
特
定
を
要
求
し
つ
つ
も
（
共
和
暦
三
年
法
第
一
六
条
参
照
）
、
目
的
物
に
関
し
て
は
そ
れ
を
要

求
し
な
い
（
共
和
暦
三
年
法
第
一
九
条
第
一
項
参
照
）
立
場
で
あ
る
が
、
レ
ア
ル
の
抵
当
権
「
構
想
」
も
、
こ
の
立
場
を
踏
襲
し
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
共
和
暦
三
年
法
に
お
い
て
は
、
抵
当
目
的
物
の
包
括
性
を
緩
和
す
る
た
め
の
手
段
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
複
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数
の
郡
で
過
剰
な
登
記
が
な
さ
れ
た
と
き
に
は
、
債
務
者
の
請
求
に
基
づ
き
、
抵
当
権
者
の
費
用
で
、
こ
の
登
記
は
抹
消
（
重
く
興
①
け
ω
＝
写

寒
冒
Φ
『
）
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
共
和
暦
三
年
法
第
二
九
条
）
。
こ
の
規
定
の
存
在
に
よ
り
、
債
権
者
は
抹
消
請
求
を
恐
れ
て
過
剰
な
登
記

を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
こ
の
規
定
は
「
目
的
物
の
特
定
」
と
は
無
関
係
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
共
和
暦
七
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
に
繋
が
る
理
念
を
見
い
だ
す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
レ
ア
ル
報
告
及
び
レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
で
は
、
こ
の
よ
う
な
配
慮
は

な
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
目
的
物
の
包
括
性
に
つ
い
て
は
、
レ
ア
ル
「
構
想
」
は
、
共
和
暦
三
年
法
よ
り
も
後
退
し
て
い
る
こ
と
は
、

否
め
な
い
。

　
㈱
　
共
和
暦
三
年
法
に
お
い
て
は
、
抵
当
権
の
保
存
の
た
め
に
は
登
記
が
必
要
で
あ
る
（
共
和
暦
三
年
法
第
三
条
参
照
）
が
、
抵
当
権
は

登
記
が
契
約
日
の
一
ヶ
月
以
内
に
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
契
約
日
に
順
位
を
取
得
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
契
約
日
か
ら
一
ヶ

月
後
に
限
り
登
記
が
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
き
に
は
、
抵
当
権
は
、
登
記
日
に
順
位
を
取
得
す
る
（
共
和
暦
三
年
法
学
二
二
条
）
（
「
名
義
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

成
立
主
義
」
と
「
登
記
主
義
」
の
折
衷
的
解
決
）
。
レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
も
、
こ
れ
と
同
様
の
条
文
を
設
け
て
い
る
。

　
囚
　
最
後
に
、
副
順
位
配
当
（
ω
O
¢
ω
■
O
吋
血
「
Φ
）
の
問
題
に
触
れ
て
お
こ
う
。
副
順
位
配
当
は
、
抵
当
法
の
基
本
的
な
性
格
を
語
る
上
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
要
な
意
義
を
有
し
て
く
る
。

　
近
世
法
に
お
い
て
、
共
通
制
（
み
α
Q
圃
ヨ
①
鳥
①
冨
o
o
ヨ
ヨ
§
鋤
9
0
）
に
お
け
る
妻
は
、
婚
姻
時
に
持
参
し
た
財
産
の
返
還
請
求
権
（
持
寄
財

産
返
還
請
求
権
）
を
担
保
す
る
た
め
に
、
夫
の
財
産
（
正
確
に
は
夫
の
固
有
財
産
及
び
夫
婦
の
共
通
財
産
）
に
対
し
て
、
夫
婦
財
産
契
約
日

（
そ
れ
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
挙
式
日
）
か
ら
、
非
公
示
・
非
特
定
の
法
定
抵
当
権
を
有
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
婚
姻
後
の
夫

の
抵
当
権
者
は
、
妻
の
法
定
抵
当
権
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
潜
在
的
な
脅
威
を
取
り
除
く
た
め

に
、
近
世
に
お
い
て
は
、
夫
に
金
員
を
貸
し
付
け
る
に
際
し
て
、
妻
を
同
時
に
債
務
者
と
す
る
慣
行
が
発
展
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
夫
の
債

権
者
は
、
夫
の
財
産
と
同
時
に
、
妻
の
財
産
に
抵
当
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
妻
の
財
産
で
あ
る
妻
の
法
定
抵
当
権
に
、
抵
当

権
を
有
す
る
わ
け
で
あ
る
（
妻
の
抵
当
権
へ
の
抵
当
権
設
定
）
。
そ
の
結
果
、
夫
の
債
権
者
は
、
妻
が
夫
か
ら
受
け
取
る
べ
き
金
銭
を
、
抵
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ハ
　
　

当
権
順
位
に
従
い
受
け
取
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、

他
の
債
権
者
に
対
し
て
も
優
先
的
な
地
位
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

エ
（
℃
o
叶
ぼ
①
『
）
曰
く
。

夫
の
債
権
者
は
、
妻
の
法
定
抵
当
権
に
脅
え
る
ど
こ
ろ
か
、
今
後
は
、

そ
し
て
、
こ
の
た
め
の
手
続
が
、
副
順
位
配
当
な
の
で
あ
る
。
ポ
チ

る爾
　む　　　　　コ

L　副
　　　順

　　　位

　　　配

　　　当

　　　と

　　　｝柔

あ
る
債
権
者
に
有
効
に
配
当
さ
れ
る
金
額
が
、
こ
の
債
権
者
の
債
権
者
の
間
で
順
位
配
当
の
対
象
と
さ
れ
る
手
続
の
こ
と
で
あ

第一次総裁政府における抵当法「構想」（香山）

　
共
和
暦
三
年
法
は
、
副
順
位
配
当
を
認
め
つ
つ
も
（
第
八
六
条
－
第
九
一
条
及
び
第
一
九
三
条
－
第
二
〇
〇
条
）
、
そ
の
性
質
を
大
き
く

変
え
る
。
確
か
に
、
共
和
暦
三
年
法
は
、
法
定
抵
当
権
を
承
認
し
な
い
（
共
和
暦
三
年
法
第
一
七
条
参
照
）
た
め
に
、
法
定
抵
当
権
が
副
順

位
配
当
を
介
し
て
近
世
法
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
無
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
妻
が
持
寄
財
産
返
還
請
求
権
を
担
保
す
る
た
め
に
、
合

意
に
基
づ
く
抵
当
権
を
夫
の
財
産
に
対
し
て
取
得
し
、
か
つ
そ
れ
を
登
記
し
た
場
合
に
、
夫
の
債
権
者
が
、
近
世
と
同
様
に
、
妻
を
共
同
債

務
者
と
し
つ
つ
、
副
順
位
配
当
に
よ
り
、
妻
が
受
け
取
る
べ
き
金
銭
を
抵
当
権
順
位
に
従
い
受
け
取
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ

る
。
そ
こ
で
、
共
和
暦
三
年
法
は
、
副
順
位
配
当
自
体
に
手
を
加
え
る
。
す
な
わ
ち
、
近
世
法
で
認
め
ら
れ
た
抵
当
権
順
位
に
従
っ
て
の
順

位
配
当
は
否
定
さ
れ
、
今
後
、
債
務
者
の
轟
く
べ
き
金
銭
は
、
債
権
者
間
で
按
分
比
例
で
分
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
共
和
暦
三

　
　
　
　
　
　
ゆ
　

年
法
第
九
〇
条
）
。
こ
れ
に
よ
り
、
夫
の
債
権
者
が
、
妻
を
共
同
債
務
者
と
す
る
こ
と
の
利
益
は
、
大
き
く
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
著
者
は
、
近
世
に
お
け
る
法
定
抵
当
権
は
、
無
能
力
者
保
護
（
持
寄
財
産
返
還
請
求
権
の
保
証
）
を
目
的
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
は

夫
婦
に
と
っ
て
の
重
要
な
信
用
手
段
で
あ
り
、
か
つ
夫
婦
財
産
の
事
実
上
の
共
同
管
理
を
実
現
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て
い
る

（
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
詳
し
く
は
別
稿
で
論
じ
る
）
。
そ
し
て
、
近
世
法
に
お
け
る
副
順
位
配
当
は
、
妻
の
法
定
抵
当
権
に
こ
の
よ
う
な
機

能
（
つ
ま
り
夫
の
信
用
取
引
へ
の
妻
の
参
加
）
を
担
わ
せ
る
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
共
和
暦
三
年
法
は
、
副
順
位
配
当
の
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性
質
変
更
（
又
は
近
世
型
副
順
位
配
当
の
廃
止
）
に
よ
り
、
妻
の
取
引
参
加
へ
の
実
益
を
否
定
し
、
妻
を
信
用
取
引
か
ら
排
除
す
る
わ
け
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
共
和
暦
三
年
法
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
っ
た
の
は
、
近
世
に
お
け
る
複
雑
な
信
用
取
引
を
簡
素
な
も
の
に
し
よ
う
と

し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
レ
ア
ル
「
構
想
」
は
、
一
方
で
法
定
抵
当
権
を
承
認
す
る
た
め
に
、
共
和
暦
三
年
法
の
立
場
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
レ
ア
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　

抵
当
権
草
案
は
、
副
順
位
配
当
を
承
認
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
規
定
を
置
い
て
い
る
の
で
、
レ
ア
ル
は
、
近
世
法
の
立
場
に
全
面
的
に
復

帰
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
副
順
位
配
当
が
近
世
翻
心
で
は
な
く
共
和
暦
三
年
法
型
で
あ
れ
ば
、
レ
ア
ル
「
構

想
」
は
、
法
定
抵
当
権
を
承
認
し
つ
つ
も
、
近
世
に
お
け
る
法
定
抵
当
権
の
機
能
（
信
用
手
段
と
し
て
の
法
定
抵
当
権
、
夫
婦
財
産
共
同
管

理
の
た
め
の
法
定
抵
当
権
）
を
否
定
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
レ
ア
ル
は
い
ず
れ
の
立
場
を
継
受
し
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
レ
ア
ル
報
告
に
も
レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
に
も
何
ら
言
及
が
な
い
た
め
に
、
断
言
は
で
き
な
い
が
、
近
世
型
の
副
順
位
配

当
を
採
用
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
何
ら
か
の
言
及
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
言
及
の
欠
如
は
、
む
し
ろ
共
和
暦
三
年
法
型
の
そ

れ
を
採
用
し
た
と
の
推
測
を
可
能
と
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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レ
ア
ル
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当
権
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五
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3
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こ
の
点
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、
簡
単
に
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②
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（
1
4
1
）
　
共
和
暦
三
年
法
第
九
〇
条
　
「
同
一
債
務
者
に
対
し
て
副
順
位
配
当
の
故
障
申
立
が
複
数
競
合
し
た
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
清
算
す
る
た
め
に
金
員

が
不
十
分
で
あ
る
場
合
に
は
、
故
障
申
立
人
間
で
は
、
債
務
者
に
属
す
る
金
員
に
対
す
る
区
別
、
優
先
権
及
び
抵
当
権
順
位
は
存
在
せ
ず
、
そ
の
金
員
は
、

按
分
比
例
で
分
配
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

　
　
共
和
暦
七
年
法
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
い
か
な
る
立
場
で
あ
っ
た
か
は
、
本
稿
の
検
討
対
象
外
の
こ
と
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
法
文
上
で
は
副
順
位

配
当
の
用
語
は
現
れ
て
こ
な
い
。
ま
た
、
後
の
コ
ー
ド
・
シ
ビ
ル
に
お
い
て
も
、
そ
う
で
あ
る
。

（
2
4
1
）
　
レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
第
九
条
及
び
第
一
〇
条
参
照
（
本
稿
註
（
6
7
）
d
参
照
）
。
な
お
、
レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
第
九
条
は
、
抵
当
権
者
が
未
登
記
の
場

合
、
こ
の
者
の
債
権
者
が
そ
の
登
記
を
行
い
得
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
一
八
〇
六
年
民
事
訴
訟
法
第
七
七
八
条
本
文
で
再
現
さ
れ
る
こ
と

　
に
な
る
。

3

抵
当
権
改
革
史
に
お
け
る
抵
当
法
「
構
想
」
の
意
義

第一次総裁政府における抵当法「構想」（香山）

　
ω
　
こ
の
よ
う
に
、
レ
ア
ル
の
抵
当
権
「
構
想
」
は
．
多
く
の
点
で
共
和
暦
三
年
法
の
理
論
を
踏
襲
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、
レ

ア
ル
に
よ
る
抵
当
権
「
構
想
し
は
、
抵
当
権
改
革
史
に
お
い
て
、
何
の
意
義
も
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ

う
で
は
な
か
ろ
う
。
レ
ア
ル
は
、
共
和
暦
三
年
法
に
修
正
を
加
え
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
修
正
点
の
い
く
つ
か
は
、
将
来
の
抵
当
法
典
つ
ま

り
共
和
暦
七
年
法
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
共
和
暦
三
年
法
と
共
和
暦
七
年
法
と
の
間
に
は
、
大
き
な
理
論
的
断
絶
が
存
在
し
て

い
る
が
、
こ
の
「
構
想
」
は
、
明
ら
か
に
、
そ
の
二
つ
の
架
橋
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
構
想
」
は
、
将

来
の
抵
当
法
典
の
素
地
と
し
て
十
分
に
有
効
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
で
は
、
ど
の
よ
う
な
点
で
、
こ
の
「
構
想
」
は
、
架
橋
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
共
和
暦
三
年
法
及
び
共
和
暦
七
年
法
と

比
較
し
つ
つ
、
こ
の
意
義
を
、
一
つ
ず
つ
確
認
し
て
い
こ
う
。

　
＠
　
第
一
に
、
こ
の
「
構
想
」
が
、
抵
当
証
券
制
度
を
認
め
そ
れ
を
「
構
想
」
全
体
の
中
核
と
し
つ
つ
も
、
抵
当
法
と
抵
当
証
券
法
の
切
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論説

り
離
し
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
抵
当
法
「
構
想
」
が
、
第
一
次
総
裁
政
府
の
財
政
問
題
に
起
因
す
る
も
の
で

あ
っ
た
以
上
、
そ
の
中
核
が
抵
当
証
券
法
で
あ
る
こ
と
は
、
致
し
方
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
じ
抵
当
証
券
シ
ス
テ
ム
を
主
た
る

目
的
と
す
る
抵
当
制
度
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
共
和
暦
三
年
法
と
大
き
く
異
な
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
「
構
想
」
に
お
い
て
は
、
抵
当
制

度
と
抵
当
証
券
と
が
二
本
立
て
と
な
っ
て
お
り
、
決
し
て
共
和
暦
三
年
法
の
よ
う
に
渾
然
一
体
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

共
和
暦
三
年
法
に
お
い
て
は
抵
当
証
券
規
定
は
法
典
中
の
「
節
」
の
一
つ
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
他
の
抵
当
権
諸
規
定
と
有
機

的
に
絡
み
合
っ
て
い
る
が
、
レ
ア
ル
「
構
想
」
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
別
の
法
典
と
し
て
抵
当
法
典
か
ら
独
立
し
て
い
る
。
実
際
、
そ
の
二

つ
が
理
論
的
に
も
実
際
的
に
も
個
別
無
関
係
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
レ
ア
ル
自
身
が
認
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

報
告
中
に
お
い
て
曰
く
。
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「
こ
の
二
つ
〔
抵
当
制
度
と
証
券
制
度
一
訳
者
註
〕
の
目
的
は
判
然
と
し
て
い
る
。
抵
当
制
度
は
証
券
制
度
か
ら
絶
対
に
独
立
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

抵
当
制
度
は
、
証
券
制
度
な
し
に
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
抵
当
制
度
は
、
そ
れ
単
独
で
完
全
な
制
度
を
形
作
る
。
と
こ
ろ
が
反
対
に
、
証
券
信
用
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
た
な
抵
当
制
度
に
支
え
ら
れ
て
初
め
て
、
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
1
）

　
ま
た
、
そ
の
審
議
過
程
に
お
い
て
も
、
そ
の
こ
と
は
確
認
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
将
来
の
抵
当
法
典
（
共
和
暦
七
年
法
）
は
、
抵
当
証
券

制
度
を
有
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
こ
と
が
共
和
暦
三
年
法
と
共
和
暦
七
年
法
と
を
分
け
る
大
き
な
特
徴
と
な
る
が
、
こ
の
原
因
は
、
少
な
く
と

も
共
和
暦
七
年
法
関
係
資
料
か
ら
は
詳
ら
か
に
さ
れ
得
な
い
。
と
す
れ
ば
、
共
和
暦
七
年
法
が
証
券
制
度
を
有
し
な
い
理
由
は
、
そ
の
当
時

の
経
済
及
び
財
政
的
事
情
等
に
由
来
す
る
点
は
否
定
し
得
な
い
と
し
て
も
、
こ
こ
で
の
レ
ア
ル
の
態
度
が
、
そ
れ
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、

否
定
し
難
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
の
　
第
二
に
、
共
和
暦
三
年
法
は
先
取
特
権
に
言
及
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
構
想
」
で
は
、
先
取
特
権
の
存
在
が
承
認
さ
れ
て
い



第一次総：裁政府における抵当法「構想」（香山）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

る
。
し
か
も
、
確
か
に
先
取
特
権
に
つ
い
て
も
原
則
的
に
登
記
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
登
記
か
ら
独
立
し
た
そ
れ
の
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

在
も
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
将
来
の
抵
当
法
典
の
立
場
（
共
和
暦
七
年
法
国
一
一
条
参
照
）
に
他
な
ら
な
い
。

　
共
和
暦
三
年
法
が
先
取
特
権
（
と
り
わ
け
登
記
不
要
の
先
取
特
権
）
を
認
め
な
か
っ
た
趣
旨
は
、
証
券
制
度
を
中
心
に
抵
当
制
度
を
構
築

し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
未
登
記
先
取
特
権
の
存
在
を
認
め
た
事
実
か
ら
も
、
こ
の
「
構
想
」
が
、
抵
当
制
度
を
証
券
制

度
か
ら
独
立
さ
せ
よ
う
と
の
思
惑
で
成
立
し
た
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ω
第
三
に
、
（
実
際
に
は
、
第
二
の
点
と
関
係
す
る
の
で
あ
る
が
、
）
こ
の
「
構
想
」
が
、
法
定
抵
当
権
（
「
構
想
」
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
「
不
確
定
抵
当
権
」
）
を
認
め
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
共
和
暦
三
年
法
は
、
革
命
期
の
民
法
典
諸
草
案
（
カ
ン
バ
セ
レ
ス
第
一
・
草
案
第

三
編
第
二
章
第
一
一
条
及
び
同
第
二
草
案
第
二
八
八
条
）
と
同
様
に
、
法
定
抵
当
権
（
共
和
暦
三
年
法
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
黙
示
の
抵
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ

権
」
）
を
認
め
な
い
立
場
で
あ
っ
た
（
共
和
暦
三
年
法
第
一
七
条
参
照
）
。
こ
れ
は
、
共
和
暦
三
年
法
が
先
取
特
権
を
否
定
し
た
趣
旨
と
同
様

で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
構
想
」
で
は
、
妻
、
未
成
年
、
禁
治
産
者
、
不
在
者
及
び
国
庫
の
た
め
の
法
定
抵
当
権
が
承
認
さ
れ
て
い

　
　
　

る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
単
に
近
世
法
の
復
活
と
捕
ら
え
ら
れ
る
か
も
し
’
れ
な
い
が
、
実
際
に
は
、
そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
で
初
め
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
定
抵
当
権
の
存
在
を
認
め
る
が
、
そ
れ
を
厳
密
に
登
記
に
従
属
さ
せ
る
と
い
う
方
法
が
考
案
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
構

造
は
、
共
和
暦
七
年
法
（
共
和
暦
七
年
法
益
二
条
、
第
四
条
、
第
一
二
条
及
び
第
二
二
条
参
照
）
に
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
。

　
両
者
の
類
似
性
は
、
妻
の
法
定
抵
当
権
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
著
し
い
。
レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
に
お
い
て
は
、
妻
の
た
め
の
抵
当
権
の
登

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

記
は
、
婚
姻
中
及
び
婚
姻
解
消
後
一
年
間
、
抵
当
権
を
保
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
規
定
は
、
共
和
暦
七
年
謄
躍
二
一
二
条
第
二
項
と
同
趣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

旨
で
あ
る
。
ま
た
、
レ
ア
ル
は
、
妻
の
父
母
・
後
見
人
等
に
登
記
義
務
を
課
し
て
い
る
が
、
共
和
暦
七
年
法
も
、
未
成
年
妻
（
配
偶
者
）
の

抵
当
権
登
記
に
限
定
し
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
者
に
同
様
の
義
務
を
課
し
て
い
る
（
共
和
暦
七
年
法
第
二
二
条
第
三
項
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

　
㈱
　
最
後
に
、
源
除
制
度
を
承
認
し
た
点
が
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
共
和
暦
三
年
法
は
第
三
取
得
者
に
全
額
弁
済
を
義
務
づ
け
る
も
の

で
あ
っ
た
が
、
レ
ア
ル
は
、
そ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
ら
ず
と
も
、
抵
当
権
の
抹
消
を
認
め
る
立
場
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
第
三
取
得
者
は
被
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論説

担
保
債
権
額
未
満
の
金
銭
提
供
で
、
抵
当
権
か
ら
解
放
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
共
和
暦
七
年
法
の
源
除
制
度
の
萌
芽
状
態
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
共
和
暦
七
年
法
は
、
一
七
七
一
年
の
源
除
制
度
を
直
接
的
に
採
用
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
「
構
想
」
を
通

し
て
、
そ
れ
を
継
受
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
共
和
暦
七
年
法
の
起
草
者
で
あ
る
ク
ラ
ス
ゥ
は
、
潅
除
制
度
の
導
入
を
、
こ
の
「
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

想
」
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。

　
8
　
レ
ア
ル
に
よ
る
抵
当
法
「
構
想
」
は
、
共
和
暦
三
年
法
と
共
和
暦
七
年
法
の
中
間
に
位
置
す
る
抵
当
権
改
革
の
試
み
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
は
時
間
的
に
、
両
法
の
中
間
に
位
置
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
理
論
的
に
も
、
そ
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
抵
当
権
改
革
史
に
お
い
て
、
レ
ア
ル
に
よ
る
抵
当
法
「
構
想
」
は
、
共
和
暦
三
年
法
と
共
和
暦
七
年
法
の
理
論
的
架
橋
を
果
た
す

も
の
と
、
十
分
に
評
価
し
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
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（
3
4
1
）
　
恩
鼻
ミ
、
§
§
も
．
賓

（
4
4
1
）
　
レ
ア
ル
報
告
の
直
後
に
ジ
ュ
ル
ダ
ン
が
抵
当
証
券
制
度
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
を
行
う
（
本
稿
註
（
魏
）
参
照
）
。
こ
の
批
判
に
対
し
て
、
レ
ア
ル
は
、

抵
当
権
「
構
想
」
と
抵
当
証
券
「
構
想
」
は
別
個
独
立
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
切
り
離
し
て
議
論
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
曰
く
「
抵
当
制
度

　
は
絶
対
的
に
証
券
信
用
か
ら
独
立
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
前
者
は
後
者
な
し
に
存
在
し
得
る
わ
け
で
あ
る
。
か
つ
、
前
者
は
、
そ
れ
単
独
で
、
貸
付
シ
ス

　
テ
ム
を
形
成
す
る
。
反
対
に
、
証
券
信
用
は
、
新
抵
当
制
度
に
支
え
ら
れ
る
限
り
で
、
活
動
が
可
能
と
な
る
」
（
ミ
q
含
麟
三
く
◎
の
①
書
く
●
）
。
そ
し
て
、

　
レ
ア
ル
は
、
証
券
制
度
の
是
非
を
脇
に
置
き
つ
つ
、
抵
当
制
度
の
議
論
を
行
お
う
と
の
提
案
を
行
う
。
そ
こ
で
彼
は
、
先
決
事
項
と
し
て
次
の
二
点
の
議

　
論
を
提
案
す
る
（
こ
の
提
案
は
、
ル
ゼ
（
知
。
償
N
簿
匹
①
閏
9
ヨ
。
昌
（
角
8
ρ
⊆
①
ω
伽
】
≦
p
。
ユ
⑦
）
’
詳
し
い
経
歴
に
つ
い
て
は
O
ミ
ミ
駄
駄
蹄
職
§
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
誘
災
§

※
輿
．
鴇
轡
黄
け
●
N
一
も
．
一
ミ
。
。
参
照
）
に
よ
る
反
対
に
も
拘
わ
ら
ず
、
デ
ュ
モ
ラ
ー
ル
θ
二
藍
。
鍛
接
（
旨
。
ω
Φ
9
－
≦
づ
。
窪
こ
．
詳
し
い
経
歴
に
つ
い
て
は

日
巳
窪
ρ
魯
●
ミ
．
も
’
欝
。
。
綱
O
§
謡
織
ミ
ら
職
§
謡
ミ
ミ
§
帖
竃
お
飛
N
§
函
湊
．
の
§
蜀
什
曜
P
H
ω
。
。
目
参
照
）
に
よ
る
支
持
に
よ
り
、
他
の
議
員
も
、
そ
れ
に
賛

同
す
る
）
。
コ
　
す
べ
て
の
共
和
国
に
と
っ
て
の
統
一
的
な
抵
当
制
度
は
、
存
在
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
こ
　
こ
の
制
度
は
、
抵
当
権
の
公
示
を
基
礎

　
と
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
」
（
ミ
q
q
鶴
一
切
『
篇
く
O
o
D
Φ
翁
ρ
コ
～
N
・
）
。

　
　
ニ
ヴ
ォ
ー
ズ
一
五
日
め
審
議
に
お
い
て
、
リ
オ
ウ
（
切
同
。
¢
α
①
評
①
二
巴
鋤
¢
昌
（
閃
鎚
⇒
0
9
ω
－
］
≦
霞
同
①
山
。
ω
Φ
9
Y
詳
し
い
経
歴
に
つ
い
て
は
日
巳
碧
ρ
魯
●

　
ミ
‘
P
に
①
。
。
旧
O
ミ
§
歯
舞
ミ
§
§
ミ
鳶
軸
§
帖
竃
誘
災
§
※
霞
。
鴇
曹
黄
鳥
ρ
O
・
這
潔
参
照
）
は
、
ジ
ュ
ル
ダ
ン
の
提
案
（
法
律
分
類
委
員
会
に
「
構
想
」
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を
戻
す
点
）
に
反
論
し
つ
つ
、
レ
ア
ル
の
挙
げ
た
二
点
の
先
決
事
項
に
加
え
て
、
第
三
の
先
決
事
項
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
と
提
案
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
抵
当
制
度
に
、
証
券
シ
ス
テ
ム
を
付
け
加
え
る
の
か
否
か
」
（
ミ
q
α
鑑
一
Q
◎
ロ
一
く
O
ω
①
9
昌
く
●
）
。
レ
ア
ル
に
と
っ
て
は
、
有
り
難
い
提
案
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
が
、
レ
ア
ル
は
、
そ
の
提
案
を
受
け
入
れ
な
い
。
レ
ア
ル
曰
く
「
三
番
目
の
問
題
〔
抵
当
証
券
の
是
非
－
訳
者
註
〕
に
専
心
す
る
こ
と
な
く
、
最

初
の
二
点
に
関
し
て
だ
け
見
解
を
述
べ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
番
目
の
問
題
…
を
延
期
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
」
（
ミ
q
四
一
。
。

三
8
ω
①
　
舜
。
つ
　
く
●
）
。
そ
の
結
果
、
五
百
人
会
は
、
先
の
二
点
の
先
決
事
項
を
肯
定
的
に
採
択
し
つ
つ
、
第
三
の
問
題
を
延
期
す
る
よ
う
に
決
定
す
る

（
ミ
q
酒
糟
。
。
巳
く
O
ω
①
碧
く
’
）
。
こ
の
よ
う
に
、
レ
ア
ル
自
身
、
抵
当
権
の
公
示
の
是
非
に
執
着
し
つ
つ
も
、
抵
当
証
券
に
つ
い
て
は
、
さ
ほ
ど
固
執
し

て
い
な
か
っ
た
。

　
ま
た
、
ニ
ヴ
ォ
ー
ズ
ニ
一
日
の
審
議
に
お
い
て
は
、
共
和
暦
三
年
法
を
第
三
草
案
に
組
み
込
ん
だ
カ
ン
バ
セ
レ
ス
で
さ
え
も
、
「
こ
の
部
分
〔
抵
当
証

券
制
度
一
訳
者
註
〕
は
、
抵
当
制
度
と
そ
れ
自
身
無
関
係
で
あ
る
」
（
ミ
q
ユ
凹
凸
Q
Q
『
F
一
く
◎
ω
①
鋤
コ
＜
・
）
こ
と
を
認
め
、
こ
の
議
論
の
延
期
を
支
持
す
る
。

154　　153　　152　　151　　150　　149　　148　　147　　146　　145

o
戸
O
器
①
舜
く
①
露
ρ
魯
・
無
、
・
℃
冒
．
綬
．

レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
第
四
条
参
照
。

レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
第
一
八
条
参
照

9
0
器
Φ
舜
く
①
菖
ρ
愚
．
亀
、
・
》
P
零
．

レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
第
四
節
参
照
。

9
菊
9
一
噛
博
§
ミ
譜
智
斜
燭
滋
一
一
．

レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
第
二
八
条
。

レ
ア
ル
抵
当
権
草
案
第
三
〇
条
。

第
三
章
第
3
節
⇔
参
照
。

本
稿
註
（
9
0
）
参
照
。

六
　
む

す

び

（
本
稿
註
（
9
5
）
参
照
）
。

ω
　
本
稿
は
、
第
一
次
総
裁
政
府
期
に
、
レ
ア
ル
に
よ
り
五
百
人
会
に
提
出
さ
れ
た
抵
当
法
「
構
想
」
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
そ
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一匹冊 説

の
意
義
の
探
求
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
そ
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
本
稿
を
総
括
し
つ
つ
、
簡

単
に
で
は
あ
る
が
今
後
の
課
題
も
明
ら
か
と
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
抵
当
法
「
構
想
」
は
、
国
有
財
産
売
却
問
題
と
い
う
総
裁
政
府
の
財
政
政
策
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
共
和

暦
三
年
法
と
同
様
に
、
財
政
法
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
構
想
」
の
成
立
時

期
及
び
そ
の
内
容
か
ら
鑑
み
る
に
、
こ
れ
も
ま
た
共
和
暦
三
年
忌
と
同
様
で
あ
る
が
、
純
然
た
る
意
味
で
の
財
政
法
と
ま
で
は
言
う
こ
と
は

で
き
ず
、
真
摯
な
抵
当
権
改
革
と
い
う
側
面
も
有
し
て
い
た
。
こ
の
意
味
で
、
民
事
法
的
性
質
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
「
構
想
」
の
、
こ
の
よ
う
な
折
衷
的
性
質
こ
そ
が
、
そ
の
成
立
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
一
因
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
で
は
、
こ
の
「
構
想
」
は
、
抵
当
権
改
革
史
に
お
い
て
、
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
か
。
レ
ア
ル
の
属
す
る
委
員
会
の
目
的
自
体
が
、

新
抵
当
法
典
の
起
草
で
は
な
く
、
共
和
暦
三
年
法
の
単
純
化
及
び
改
良
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
基
本
構
造
は
共
和
暦
三
年
前
の
そ
れ
と
類

似
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
抵
当
制
度
の
み
な
ら
ず
、
所
有
権
移
転
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
も
、
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
レ
ア
ル
は
、
共
和
暦
三
年
法
に
様
々
な
修
正
を
加
え
て
お
り
、
そ
の
い
く
つ
か
は
将
来
の
抵
当
法
典
、
す
な
わ
ち
共
和
暦
七
年
法

へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
共
和
暦
七
年
法
を
特
徴
付
け
る
も
の
の
い
く
つ
か
の
萌
芽
は
、
こ
の
レ
ア
ル
「
構
想
」

の
中
に
見
い
だ
さ
れ
、
こ
の
こ
と
は
、
後
者
の
前
者
に
対
す
る
影
響
が
、
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
特

に
、
一
九
世
紀
以
降
の
抵
当
権
改
革
論
争
に
お
い
て
は
、
共
和
暦
七
年
法
の
法
定
抵
当
権
（
特
に
妻
の
法
定
抵
当
権
）
に
対
す
る
態
度
は
賞

賛
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
基
本
思
想
は
、
レ
ア
ル
に
よ
る
そ
れ
、
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
レ
ア
ル
に
よ
る

抵
当
法
「
構
想
」
は
、
理
論
的
側
面
に
置
い
て
、
共
和
暦
三
年
法
と
共
和
暦
七
年
法
の
架
橋
的
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
そ
う
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
こ
の
「
構
想
」
の
抵
当
権
改
革
史
に
お
け
る
意
義
は
、
自
明
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
＠
　
も
っ
と
も
、
レ
ア
ル
に
よ
る
抵
当
法
「
構
想
」
に
対
す
る
以
上
の
よ
う
な
評
価
に
対
し
て
は
、
あ
る
い
は
異
論
も
あ
り
得
る
か
も
し

れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
後
の
共
和
暦
七
年
法
の
制
定
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
起
草
者
達
は
、
レ
ア
ル
「
構
想
」
か
ら
の
影
響
を
全
く
語
っ
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て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
の
類
似
点
は
偶
然
に
過
ぎ
ず
、
レ
ア
ル
「
構
想
」
か
ら
継
受
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
す

べ
て
共
和
暦
七
年
忌
の
起
草
者
達
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
こ
の
起
草
に
参
加
し
た
者
達
が
、

こ
の
第
一
次
総
裁
政
府
に
お
け
る
「
試
み
」
を
全
く
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
推
測
も
成
り
立
ち
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
は
、
こ
の
「
構
想
」
の
存
在
を
認
識
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
制
定
に
あ
た
っ
て
は
、
一
七
七
一
年
王
示
、
共
和
暦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
年
法
及
び
ナ
ン
テ
ィ
ス
マ
ン
（
昌
9
昌
け
凶
o
o
ω
O
H
P
①
］
P
け
）
慣
行
の
み
な
ら
ず
、
「
今
日
ま
で
に
提
示
さ
れ
た
他
の
複
数
の
草
案
」
を
参
考
に
し
た

こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
共
和
暦
七
年
法
と
レ
ア
ル
に
よ
る
抵
当
法
「
構
想
」
の
類
似
点
は
偶
然
と
捉
え
ら
れ
る
べ
き

で
は
な
く
、
共
和
暦
七
年
法
の
起
草
者
達
が
、
こ
の
「
構
想
」
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
る
方
が
自
然
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

共
和
暦
七
年
法
の
起
草
者
達
の
言
説
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
こ
の
「
構
想
」
の
架
橋
的
役
割
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
思
わ
れ
る
。
レ
ア
ル
は
後
に
「
我
々
の
抵
当
制
度
の
創
設
者
の
一
人
で
あ
る
」
と
の
評
価
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
レ
ア
ル
に
よ
る
抵

当
法
「
構
想
」
の
意
義
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
の
評
価
は
全
く
正
当
な
も
の
で
あ
る
。

　
0
9
　
こ
の
よ
う
に
、
抵
当
権
改
革
史
に
お
け
る
レ
ア
ル
の
役
割
は
小
さ
く
な
い
と
は
い
え
、
彼
の
「
構
想
」
自
体
を
過
大
評
価
す
る
つ
も

り
は
な
い
。
や
は
り
、
そ
の
基
本
的
な
抵
当
観
は
、
共
和
暦
三
年
法
の
そ
れ
で
あ
り
、
共
和
暦
七
年
法
の
も
の
と
は
大
き
く
異
な
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
、
共
和
暦
七
年
法
は
、
こ
の
レ
ア
ル
に
よ
る
抵
当
法
「
構
想
」
を
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
れ
に
い
か
な
る
修
正
を
加
え
て
成

立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
法
典
が
一
八
〇
四
年
抵
当
法
さ
ら
に
は
一
九
世
紀
以
降
の
学
説
及
び
立
法
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で

あ
る
以
上
、
そ
の
成
立
過
程
、
基
本
構
造
及
び
意
義
の
究
明
こ
そ
が
、
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
業
を
通
し
て
初
め
て
、

一
八
〇
四
年
抵
当
法
の
基
本
的
性
格
は
、
真
に
顕
在
化
す
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
日
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な

い
。

（
5
5
1
）
　
本
稿
註
（
8
）
参
照
。
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1
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ω
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※
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